
&
ト
‘
け
久
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、
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宰
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第
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章
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三
章

結

第
五
十
四
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第
二
競

卒
成
七
年
九
月
設
行

の

研

り苛?

7u 

松

井

徳

嘉

宰

の

職

掌

宰

の

地

位

宰
か
ら
大
宰

へ

語

- 1一

、ィ、

序

ち 吉
区3

(

1

)

(

2

〉

(

3

)

宰
は
肢
か
ら
周

へ
と
引
き
継
が
れ
た
官
職
で
あ
っ
た
。
股
代
の
宰
は
甲
骨
文
あ
る
い
は
青
銅
器
銘
文
に
登
場
す
る
が
、
そ
の
職
掌

・
地
位
に

(
4〉

つ
い
て
は
、
肢
王
の
狩
猶
な
ど
に
附
き
従
う
近
侍
の
者
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宰
が
支
配
機
構
の
な
か
で
一

定
の
職
能
を
措
い
、
そ
し
て
そ
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
て
い
く
の
は
周
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
は
周
代
の
宰
の
分
析
を
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通
じ
、
嘗
一
該
期
の
支
配
形
態
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
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西
周
期
官
制
の
一
臆
の
網
羅
的
研
究
で
あ
る
張

E
初
・
劉
雨
『
西
周
金
文
官
制
研
究
』

(
一
九
八
六
年
)
は
、
宰
の
職
掌
を

一
、
王
家
の
内
外
を
管
理
し
、
宮
中
の
命
令
を
停
達
す
る
(管
理
王
家
内
外
、
停
遠
宮
中
之
命
)
。

二
、
加
命
儀
穫
に
お
い
て
右
者
と
な
る
、
或
い
は
王
に
代
わ
っ
て
臣
下
へ
の
賞
賜
を
お
こ
な
う
(
在
錫
命
躍
中
作
償
右
或
代
王
賞
賜
臣
下
)
。

管

(
左
言
東
〉
、
「
王
的
家
務
線
管
」

(

5

)

 

(
段
志
洪
〉
な
ど
と
い
司
た
定
義
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

『
西
周
金

(
6〉

文
官
制
研
究
』
が
抽
出
し
た
職
掌
、
特
に
第

一
の
職
掌
に
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
宰
の
職
掌
に
関
し
て
、
さ
し
あ
た
り
事
界
は
同
じ
イ
メ
ー
ジ

(
許
停
雲
)、

「
王
室
内
部
事
務
的
総
管
」

の
二
船
舶
に
整
理
し
て
い
る
。

宰
の
職
掌
に
つ
い
て
は

他
に
「
王
室
事
務
総
管
」

(楊寛〉、

「
宮
内
的
主

を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
宰
が
管
轄
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
王
家
ま
た
は
王
室
と
は
具
瞳
的
に
何
を
指
す
の
か
、

あ
る
い

は
宰
が
蛍
時
の
支
配
機
構
の
な
か
で
如
何
な
る
職
能
を
擦
っ
て
い
た
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
よ
り
本
質
的
な
部
分
に
閲
し
て
、
従
来
の
研
究
は

十
分
な
成
果
を
奉
げ
て
き
て
は
い
な
か
司
た
。
西
周
期
官
制
の
復
元
研
究
に
お
い
て
宰
に
興
え
ら
れ
る
地
位
が
諸
家

一
致
し
な
い
の
は
、
従
来

の
研
究
の
未
熟
さ
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。
宰
が
捨
う
べ
き
職
能
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
宰
が
措
う
で
あ
ろ
う
職
能
を
期
待
す
る

-2-

嘗
時
の
支
配
機
構
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
西
周
期
の
宰
の
職
掌
を
確
定
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
章

。
荏
干

の

職

掌

商
周
期
の
宰
の
職
掌
を
知
る
う
え
で
最
も
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
は
察
筆
(
孫
二
六
三
O
〉
の
銘
文
で
あ
っ
た
。
本
章
も
ま
ず
奈
箪
銘
の
分

析
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

佳
元
年
既
望
丁
亥
、

王
在
減
臣
、

旦
、
王
格
廟
、
即
位
、
宰
呂
入
右
察
、

立
中
廷
、

王
呼
史
尤
加
命
察
、
王
若
目
、
察
、

昔
先
王
既
命
汝

作
宰
、
間
王
家
、
今
余
佐
踏
豪
乃
命
、
命
汝
景
画
、
親
疋
封
各
、
死
嗣
王
家
外
内
、
母
敢
有
不
問
、
嗣
百
工
、
出
入
萎
氏
命
、
阪
有
見
、

有
卸
命
、
阪
非
先
告
菜
、
母
敢
民
有
入
告
、
汝
母
弗
益
回
数
萎
氏
人
、

勿
使
敢
有
疾
止
従
獄
、

賜
汝
玄
奈
衣
・
赤
潟
、
敬
夙
夕
、
勿
鹿
股

命
、
奈
奔
手
稽
首
、
敢
封
揚
天
子
亙
頼
魯
休
、
用
作
賓
陣
段
、
奈
其
高
年
肩
書
、
子
々
孫
々
、
永
費
用



い
た

廟
に
格
り
て
位
に
聞
く
。

宰
呂
入
り
て
奈
を
右
け
、
中
廷
に
立
つ
。
王

史
尤

お
さ

を
呼
び
、
察
に
加
命
せ
し
む
。
王
若
く
日
く
、
察
ょ
、

昔、

先
王
既
に
汝
に
命
じ
て
宰
と
作
し
、
王
家
を
嗣
め
し
め
た
ま
え
り
。
今
、

余
こ
れ
乃
の
命
令
-
踊
棄
し
、
汝
と
呂
と
に
命
じ
て
、
劃
各
を
瓶
疋
し
、
王
家
の
外
内
を
死
嗣
せ
し
む
。
敢
て
聞
せ
ざ
る
有
る
こ
と
母

こ
れ
元
年
既
望
丁
亥
、

王

減
庄
に
在
り
。
且
に
王

れ
。
百
工
を
嗣
め
、
菱
氏
の
命
を
出
入
せ
よ
。
厭
の
見
え
ん
と
す
る
有
り
、
命
に
聞
か
ん
と
す
る
も
の
有
ら
ば
、
販
の
先
ず
察
に
告
ぐ

ゆ
る

る
に
非
ざ
れ
ば
、
敢
て
戻
し
て
入
り
告
げ
し
む
る
有
る
こ
と
母
れ
。
汝
、
菱
氏
の
人
を
善
殺
せ
ざ
る
こ
と
母
れ
。
敢
て
庚
止
従
獄
す
る

こ
と
有
ら
し
む
る
こ
と
勿
れ
。
汝
に
玄
奈
衣
・
赤
烏
を
賜
う
。
夙
タ
を
敬
し
み
て
、
股
が
命
を
慶
す
る
こ
と
勿
れ
、
と
。

察

奔

手
稽

首
し
、
敢
て
天
子
の
五
顛
な
る
魯
休
に
封
揚
し
て
、
用
て
賓
陣
段
を
作
る
。
察
其
れ
高
年
肩
書
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、

永
く
費

用
せ
よ
。

疋
劉
各
、
死
嗣
王
家
外
内
」
の
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
。

(
7〉

銘
文
中
に
「
加
命
」
字
を
有
す
る
本
銘
は
、
最
も
巌
密
な
意
味
で
の
珊
命
金
文
と
認
め
得
る
が
、
こ
の
度
の
加
命
に
お
い
て
禁
に
輿
え
ら
れ

た
命
書
の
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
ーき
る
。

一
、
奈
は
既
に
先
王
に
よ
っ
て
宰
職
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
(
「
作
宰
」
〉
、
「
嗣
王
家
」
の
任
に
あ
っ
た
。

二
、
こ
の
度
の
加
命
で
は
、
新
た
な
官
職
へ
の
任
命
は
な
く
(
「
作
(
官
職
〉
」
の
紋
如
)
、
先
王
の
命
を
「
繭
豪
」
し
、
宰
察
と
宰
苗
と
に

「親

(

8

)

 

「
踊
豪
」
と
は
嘗
職
掌
を
縫
承
増
盆
す
る
意
で
あ
り
、
本
銘
の
場
合
は
「
嗣
王
家
」

が

〈

9
)

「
割
問
疋
劃
各
」
の
意
味
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
王
家

- 3ー

「
親
疋
封
各
、
死
嗣
王
家
外
内
」
へ
と
継
承
増
益
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

内
外
の
管
轄
に
か
か
わ
る
職
掌
が
繕
承
培
盆
さ
れ
て
い
る
。

「
嗣
百
工
、
出
入
萎
氏
命
」
以
下

「母
敢
民
有
入
告
」
ま
で
は
、
命
ぜ
ら
れ
た
職
掌
の
よ
り
具
瞳
的
な
規
定
で
あ
る
。

「親
疋
封
各
、

「
嗣
百
工
、
出
入
菱
氏
命
」
以
下
は
そ
の
よ
り
具
瞳
的
な

(
叩

)

規
定
と
剣
断
さ
れ
る
。
珊
命
儀
穫
に
お
け
る
職
掌
規
定
は
一
般
に
個
別
的
・
具
韓
的
で
あ
り
、
本
銘
に
お
い
て
は
百
工
を
管
理
し
、
王
后
菱
氏

の
命
を
出
納
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

死
嗣
王
家
外
内
」
と
の
命
令
は
「
母
敢
有
不
聞
」
に
よ
っ
で
一
腰
完
結
し
て
お
り
、
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「
厩
有
見
、

有
割
命
」
以
下
は
「
面
謁
、
受
命
は
す
べ
て
ま
ず
察
に
告
げ
、
そ
の
許
諾
敷
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(

江

〉

奏
を
倹
づ
て
お
こ
な
う
べ
き
こ
と
」
と
解
穫
で
き
る
。

四

「汝
母
弗
善
絞
首
安
氏
人
、
勿
使
敢
有
戻
止
従
獄
」
は
難
解
で
あ
る
が
、

使
に
従
わ
せ
よ
」

「
有
罪
を
看
過
し
て
潰
訟
を
恋
に
」
さ
せ
な
い
、

そ
の
大
意
は
、

(
ロ

)

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

い
わ
ば
宰
奈
の
職
務
途
行
上
の
心
得
を
い
う
も

「
管
理
す
る
萎
氏
の
徒
隷
を
よ
く
指
導
し
て
指

の
と
判
断
で
き
る
。

以
上
、
宰
察
へ
の
賜
興
を
除
く
命
蓄
を
整
理
し
た
が
、
宰
察
へ
の
珊
命
の
右
者
と
し
て
宰
呂
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
宰
が
同
時
に
二
人
以
上

存
在
し
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宰
察
と
宰
呂
に
劃
し
て
「
死
嗣
王
家
外
内
」
と
の
命
が
く
だ
さ
れ
た
よ
う
に
、
宰
の
携
う
べ
き
職
掌
は
複

数
人
に
分
割
可
能
で
あ
り
、

そ
の
職
掌
の
な
か
に
百
工
の
管
理
、

王
后
萎
氏
の
命
令
の
出
納
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
宰
察

・
宰
苗
が
管
轄
を
命
ぜ
ら
れ
た
「
王
家
」
の
「
家
」
と
は
如
何
な
る
貫
瞳
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

西
周
後
期
の
有
力
内

諸
侯
で
あ
っ
た
師
鯨
父
の
命
令
を
記
す
師
叡
箪
(
孫
二
五
九
三
)
に

師
tm
父
若
目
、
:
・
余
命
汝
死
我
家
、
割
問
嗣
我
西
隔
東
隔
僕
駅

・
百
工
・

牧

・
臣
妾
、
董
裁
内
外

b
hw
e
d
 

汝
に
命
じ
て
我
家
を
死
め
し
め
、
我
が
西
隔
東
隔
の
僕
叡

・
百
工
・
牧
・
臣
妾
を
割
問
嗣
し
、
内
外
を
董
裁

師
鯨
父
若
く
日
く
、
・
:
余

~ 4ー

せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
師
鯨
父
の
「
家
」
の
管
轄
を
命
ぜ
ら
れ
た
師
設
は
、
そ
の
「
西
隔
東
隔
」
の
僕
駅
・
百
工
・
牧

・
臣
妾
の
「
親
嗣
」
に
あ
た

〈
日
)

「
西
隔
東
隔
」
と
は
軍
事
編
成
に
か
か
わ
る
語
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
が
、
嘗
時
の
有
力
内
諸
侯
が
手
兵
を
擁
し
て
い
た
こ
と
は
、

(
M

)
 

に
武
公
の

軍
隊
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

っ
て
い
る。

た
と
え
ば
百
円
鼎
(
孫
一
二
一
四
)
・
多
友
鼎
(
『
人
文
雑
誌
』

一
九
八
一

年
第
四
期
)

蛍
時
の
軍
隊
は
、
南
宮
柳
鼎
(
孫
二
九
O
)
に

「
六
自
牧
・
陽
・

虞

・
口
」
と
あ
る
よ

う
に
、
牧
・
虞
な
ど
の
軍
隊
の
経
済
生
活
を
維
持
す

る
官
員
を
も
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
師
鍛
箪
に
み
え
る
師
甑
父
の

「
西
隔
東
隔
」
も
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
師
僻
父
の
「
西
隔
東
隔
」
に
所
属
す
る
百
工
・
臣
妾
は
、
公
臣
筆
(
孫
二
四
八
七
|
九
O
)
や
伊
箪
〈
孫
二
五
七
九
)
に

載
仲
命
公
臣
、
嗣
股
百
工



強
仲
公
臣
に
命
ず
、
股
が
百
工
を
嗣
め
よ
。

王
呼
令
者
ノ封
、
加
命
伊
、
親
官
嗣
康
宮
王
臣
妥
・
百
工

王

令
苦
ノ
封
を
呼
び
、
伊
に
加
命
せ
し
む
、
康
宮
の
王
臣
妾
・
百
工
を
親
官
嗣
せ
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
他
の
内
諸
侯
や
王
室
の
宮
廟
に
も
所
属
し
て
お
り
、

そ
の
経
済
生
活
を
維
持
し
て
い
た
。

「
家
」
と
は
宮
廟
や
直
麗
の
軍
陵

ま
で
を
も
含
み
、
そ
の
入
用
へ
の
経
済
的
充
足
を
目
的
と
す
る
組
織
化
さ
れ
た
大
家
計
、

す
な
わ
ち
オ
イ
コ

ス
に
相
嘗
す
る
も
の
と
考
え
る
べ

(

日

)

き
で
あ
ろ
う
。
宰
察
が
「
死
嗣
王
家
外
内
」
の
具
瞳
的
職
掌
と
し
て
百
工
の
管
理
を
命
ぜ
ら
れ
、
か
つ
「
管
理
す
る
菱
氏
の
徒
隷
を
よ
く
指
導

し
て
指
使
に
従
わ
せ
よ
」
と
の
心
得
を
指
示
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
家
」
オ
イ
コ

ス
の
貫
瞳
に
聞
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
王
家
外

内
」
の
表
現
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
家
」
と
は
一
腰
外
部
に
劃
し
て
閉
じ
た
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
が
、

寅
際
に
は
外
部
と
の
聞
に
さ
ま

ざ
ま
な
交
流
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
宰
奈
が
百
工
の
管
理
と
と
も
に
王
后
萎
氏
の
命
令
の
出
納
を
命
ぜ
ら
れ
、
「
面
謁
、
受
命
は
す
べ

て
ま
ず
察
に
告
げ
、
そ
の
許
諾
敷
奏
を
侠

っ
て
お
こ
な
う
べ
き
」
と
の
指
示
を
う
け
る
の
は
、
宰
が
「
家
」
と
外
部
と
の
人
的
交
流
あ
る
い
は

情
報
交
換
を
も
管
轄
し
て
い
た
こ
と
を
一意
味
し
て
い
る
。

- 5-

周
王
の
「
家
」
オ
イ
コ
ス
た
る
「
王
家
」
と
い
う
表
現
は
、

益田夫
克
の
作
器
に
か

か
る
大
克
鼎
(
孫

一
一
一
一
六
)
に
も
み
え
て
い
る
。
克
の

白
蓮
形
式
で
始
ま
る
銘
文
は

克
日
、
穆
々
脹
文
租
師
華
父
、
・
:
克
襲
保
蕨
辞
共
王
、
諜
辞
王
家

克
日
く
、
穆
々
た
る
股
が
文
租
師
華
父
、
・
:
克
く
そ
の
辞
共
王
を
翼
保
し
、

た
だ

お

き

王
家
を
諌
し
辞
め
た
り。

と
、
文
租
師
華
父
が
そ
の
君
主
共
王
を
補
佐
し
て
「
王
家
」
を
治
め
た
こ
と
を
回
顧
し
、

績
い
て
現
天
子
か
ら
善
夫
克
へ
の
恩
津
を
記
し
た
の

ち
に
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五
額
天
子
、
天
子
其
高
年
無
彊
、
保
辞
周
邦
、
航
予
四
方

忽

が

お

さ

亙
顕
な
る
天
子
、
天
子
其
れ
高
年
無
彊
に
し
て
、
周
邦
を
保
辞
し
、
航
く
四
方
を
手
め
ら
れ
ん
こ
と
を
。
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と
い
う
天
子
に
劃
す
る
暇
僻
へ
と
績
い
て
い
く
。
大
克
鼎
銘
に
み
え
る

「
周
邦
」

が
前
段
の
「
王
家
」
に
封
鹿
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

毛

公
鼎
(
孫
一
二
二
一

〉

「
王
日
:
我
邦

・
我
家
」
、

叔
向
父
扇
箪

(
孫
二
五
四
三
)

「叔
向
父
百
円
日
・
:
我
邦

・
我
家
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
容
易
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
「
周
邦
」
は
暇
酔
の
部
分
に
お
い
て
「
四
方
」
と
も
劃
を
な
し
て

お
り
、
大
克
鼎
銘
全
鐙
か
ら
「
四

方
」
|
「
周
邦
」
|
「
王
家
」
と
い
う
概
念
匡
分
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
讃
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

日

)

「周
邦
」
と
は
周
王
の
直
接
支
配
領
域
(
内
服
)
を
指
し
て
お
り
、

「
四
方
」

と
は
外
諸
侯
の
領
域
(
外

服

周
王
の
「
家
」
オ
イ
コ
ス
た
る
「
王
家
」
を
こ
れ
に
あ
わ
せ
れ
ば

「
四
方
」

|

「
周
邦
」

|

「
王
家
」
の
概
念
医
分
は
昔
時
の
王
朝
支
配
領
域
全
韓
の
構
造
的
匿
分
に
封
躍

し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

(

口

〉
る
。
ま
た
望
箪
(
孫
二
五
六
五
)
の

王
呼
史
年
、
加
命
盤
、
死
嗣
皐
王
家

王

史
年
を
呼
び
、
望
に
加
命
せ
し
む
、
畢
の
王
家
を
死
嗣
せ
よ
。
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に
み
え
る
畢
は
、
文
王

・
武
王
の
墓
が
お
か
れ
、
武
王
の
弟
畢
公
高
が
封
建
さ
れ
た
地
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
望
筆
銘
か
ら
は
こ
の
地
に

「王

家
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る。

周
王
の
「
王
家
」
は

一
箇
所
に
集
中
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
周
王
に
と

っ
て
政
治
的

・
軍

事
的
に
重
要
な
地
貼
に
分
散
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
鄭
井
叔
康
へ

の
王
命
を
し
る
し
た
康
鼎

(
孫
二
七
一ニ
)

王
在
康
宮
、
交
伯
内
右
康
、

王
命
死
爾
王
家

康
宮
に
在
り
。
交
伯
内
り
て
康
を
右
く
。
王
命
ず
、

王
家
を
死
嗣
せ
よ
。

の
「
王
家
」
も
、
鄭
地
に
所
領
を
も
っ
井
氏
の
分
族
鄭
井
叔

へ
の
命
令
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
畢
の
「
王
家
」
と
同
様
に
鄭
に
存
在
し

王

お
よ
び
そ
の
経
済
生
活
を
支
え
る
林
・

虞

・
牧
と
い
っ
た
官
員
が
お

(
日

〉

か
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
軍
隊
ま
で
を
も
含
ん
だ
「
家
」

オ
イ

コ
ス
の
賞
瞳
に
ふ
さ
わ
し
い。

た
「
王
家
」
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
鄭
に
は
軍
組
織
の
一
部
、

以
上
、

西
周
期
の
宰
が
周
王
の
「
家
」
オ
イ

コ
ス
た
る
「
王
家
」
を
管
轄
す
る
職
掌
を
捲
っ

て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
「
序
言
」
で

紹
介
し
た
『
西
周
金
文
官
制
研
究
』
に
い
う
宰
の
第

一
の
職
掌
「
管
理
王
家
内
外
、
俸
達
宮
中
之
命
」
に
相
賞
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に



『
西
周
金
文
官
制
研
究
』
が
抽
出
し
た
「
代
王
賞
賜
臣
下
」
と
い
う
宰
の
第
二
の
職
掌
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宰
が
「
王
家
」
の
管
轄

に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

師
連
方
券
〈
孫
四
五
三
四
〉
お
よ
び
穆
公
箪
(
『
考
古
輿
文
物
』

一
九
八

一
年
第
四
期
〉
に
登
場
す
る
宰
は
、
南
銘
と
も
周
王
の
饗
醒
に
お
け
る
賜

(四〉

輿
に
関
わ
っ
て
い
る
。
金
文
史
料
に
み
え
る
饗
醒
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
陳
夢
家
が
牧
集
分
析
を
試
み
た
が
、
い
ま
新
出
の
史
料
な
ら
び
に
各

(

鉛

〉

銘
の
賜
輿
に
闘
す
る
記
述
を
加
え
て
補
足
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

器
殻

傘

皇儀

撞

名

長

白

歪

饗
醒
・
射

遁

筆

漁
・
饗
酒

師
連
方
葬

饗饗饗
醒腫醒

穆

公

箪

三
年
慎
重

饗
逆
酒

大

鼎

饗
醒

宴
・
射

部

侯

鼎

内
醒

賜

興

王
賜
公
貝
五
十
周

御

穆
王
親
賜
遁
辞

王
呼
宰
利
、
賜
師
遠
瑠
圭
一
環
車
四

王
呼
宰
口
、
賜
穆
公
貝
廿
朋

(
王
)
呼
貌
叔
、
召
興
、
賜
口
組

- 7 一

宥宥守

(
王
〉
呼
師
事詩
、
召
模
、
賜
歳
組

王
召
走
馬
雁
、
令
取
雄
鵬
品
川
二
匹
、
賜
大

宥

王
親
賜
(窃
候
)
叡
方
玉
五
穀
・

馬
四
匹
・
矢
五
東
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右
の
整
理
か
ら
、
師
連
方
葬
お
よ
び
種
公
重
の
南
銘
が
「
王
呼
宰
某
、
賜
・
:
」
と
い
う
共
通
し
た
構
文
を
も
つ
こ
と、

お
よ
び
こ
の
構
文
が

他
の
饗
醒
関
係
金
文
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
王
呼
宰
某
、
賜
・
:
」
の
構
文
は
、
饗
醒
の
二
例
の
ほ
か
に
、
射
庫
に
お
け
る
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射
躍
を
記
し
た
師
湯
父
鼎
(
孫

一一

六
七
〉

王
在
周
新
宮
、
在
射
庫
、

王
呼
宰
雁
、
賜
口
弓

周
師
量
宮
に
お
け
る
儀
雄
を
記
し
た
大
師
宜
筆
(
孫
二
五
四
七
|
四
八
)

王
在
周
師
量
宮
、

旦
、
王
格
大
室
、
即
位
、
王
呼
師
農
、
召
大
師
宜
入
門、

立
中
廷
、

王
呼
宰
呂
、
賜
大
師
宜
虎
妥

さ
ま
ざ
ま
な
儀
櫨
の
記
述
に
も
用
い
ら
れ
う
る
構
文
で
あ
司
た
。
周
師
量
宮
で
の
儀
雄
を
記
し
た
大
師
宜
筆
の
銘
文

を
今
少
し
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
一
連
の
儀
瞳
で
周
王
は
二
人
の
人
物
を
「
呼
」
び
だ
し
て
い
る
が
、
最
初
の

「王
呼
師
農
」
は
「
召
大
師

の
二
例
存
在
し
て
お
り
、

宜
」
に
、
次
の
「
王
呼
宰
呂
」
は
「
賜
大
師
宜
虎
菜
」
に
か
か
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
上
の
主
語
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

大

師
宜
を
導
致
し
た
師
農
の
行
震
が
銘
文
上
で
は
「
立
中
廷
」

で
完
結
し
て
い
る
以
上
、

宰
苗
は
大
師
宜

へ
の
賜
興
に
直
接
関
わ
る
人
物
と
し
て

銘
文
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
王
呼
宰
某
、
賜

:
」
と
は
、
宰
某
が
賜
輿
に
直
接
関
わ
る
こ
と
を
示
す
構
文
な
の
で
あ
る
。

と
い
っ
た
表
現
で
は
、
周
王
自
身
が
「
賜
」
の
主
格
と
な
っ
て
い
る。

一
方
、
三
年
槙
査
の
場
合
、
貌
叔
・
師
需
は
「
召
演
」
の
意
味
上
の
主
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再
び
饗
醒
関
係
の
金
文
に
も
ど
り
、
宰
某
以
外
の
事
例
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
数
隼

「
王
賜
」
・
遺
筆
「
穆
王
親
賜
」
・
郡
侯
鼎
「
王
親
賜
」

語
で
は
あ
る
が
、

「賜」

に
は
直
接
か
か
っ
て
お
ら
ず
、

大
鼎
の
場
合
も
走
馬
雁
は

「
取
維
鵬
品
川
二
匹
」

の
意
味
上
の
主
語
で
は
あ
る
が
、

「賜
」
に
は
直
接
か
か
っ
て
い
な
い
。
達
謹
(
『
文
物
』
一

九
九
O
年
第
七
期
)
「
王
在
周
、
執
駒
子
口
庄
、

王
呼
傷
趨
、

召
達
、

王
賜
達
駒
(
王

周
に
在
り
、
駒
を
口
座
に
執
る
。
王

鰯
越
を
呼
び
、
遣
を
召
さ
し
む
。
王

蓬
に
駒
を
賜
う
〉
」

の
銘
文
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
銘
に
記
さ
れ
た

た
と
え
ば
加
命
儀
躍
に
お
い
て
史
官
が
命
書
を
代
誼
す
る
よ
う

に
、
周
王
が
執
り
行
う
儀
躍
は
王
の
代
行
者
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、

饗
瞳
に
お
け
る
賜
興
も
周
王
自
ら
が
寅
行
す
る

周
王
自
身
が
賜
輿
を
行
う
場
合
に
は
、
特
に
「
王
親
賜
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い

「賜
」

の
主
格
は
周
王
と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
と
は
、
通
常
あ
り
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

周
王
を
賜
興
の
一
腰
の
主
格
と
す
る
饗
醒
関
係
金
文
に
み
ら
れ
た
傾
向
は
、

加
命
金
文
を
含
め
た
数
多
く
の
賜
興
関
係
金
文
に
お
い
て
も
同



(

匁

)

様
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
王
呼
某
、
賜
:
・
」
と
い
う
賜
輿
へ
の
直
接
的
関
輿
者
を
記
す
記
述
法
は
明
ら
か
に
例
外
的
事
例
に
属
し
て

お
り
、
そ
こ
に
宰
関
係
の
金
文
が
四
例
含
ま
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
周
王
に
よ
る
賜
興
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
王
家
」
か
ら
の
財

の
流
出
で
あ
り
、
宰
は
そ
の
「
王
家
」
を
管
轄
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
物
流
に
閥
わ
り
、
金
文
史
料
に
お
い
て
は
賜
興
に
直
接
関
わ
る
者
と
し

て
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
宰
の
職
掌
が
「
王
家
」
の
管
轄
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
「
王
家
」
の
管
轄
が
宰
の
濁
占
的
職
掌
で
あ
っ
た
こ
と

を

必

ず

し

も

意

味

し

な

い

。

師

連

筆

(

孫

二

五

二
ハ
)

た
と
え
ば
、

い
ま
み
た
周
王
か
ら
の
賜
輿
に
つ
い
て
も
、

「
王
呼
師
眠
、

賜
師
漣
貝
十

朋
」
、
史
懇
査
(
孫
五
二
八
一
二
〉

「
王
呼
伊
伯
、

(

勾

)

び
な
い
人
物
の
閥
興
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
先
に
引
い
た
大
克
鼎
に
善
夫
克
が

「出
内
股
命
」
と
の
命
を
う
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
、

周
王
あ
る
い
は
王
后
の
命
令
の
出
納
も
宰
の
溺
占
的
な
職
掌
で
は
な
か
っ
た
。
嘗
時
の
職
掌
任
命
が
任
意
の
個
人
に
射
し
て
、
個
別
的

・
具
瞳

的
に
興
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

賜
態
貝
」
な
ど
の
よ
う
に、

先
ほ
ど
の
宰
某
と
同
じ
構
文
で
師
股

・
伊
伯
と
い

っ
た
宰
職
を
帯
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第
二
章

宰

の

地

位

前
五

O
八
年
〈
『
左
俸
』

定
公
四
)
、
召
陵
の
舎
の
盟
誓
に
あ
た

っ
て
察
と
衛
と
が
そ
の
序
列
を
争
っ
た
時
、
衛
の
子
魚
は
周
初
に
ま
で
説
き
及

ん
で
衛
が
先
ん
ず
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
が

そ
の
際
に

武
王
の
母
弟
八
人
、

周
公
大
宰
た
り
、
康
叔
司
窟
た
り
、
開
季
司
空
た
り
、

五
叔
は
官
な
か
り
き
。
量
に
年
を
向
ば
ん
や
。

と
武
王
の
兄
弟
の
官
職
に
言
及
し
て
い
る
。
周
公
旦
が
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
大
宰
は
、

周
初
に
お
け
る
彼
の
役
割
を
考
え
た
場
合
、
百

(

お

)

官
を
統
括
し
高
機
を
総
覧
す
る
『
周
躍
』

天
官
に
み
え
る
大
宰
に
近
い
地
位
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
剣
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
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そ
の
命
令
の
出
納

・
物
流
に
関
わ
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
「
大
宰
周
公
旦
」
が
想
定
す
る
大
宰
の
地
位
・
職
能
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
宰
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
大

ら
、
第
一
章
で
確
認
し
え
た
西
周
期
の
宰
の
職
掌
は
、
周
王
の
「
王
家
」
を
管
轄
し
、



ま
ず
は
、

宰
周
公
互
」
へ
と
登
り
つ

め
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
-
章
で
は
、
周
王
家
の
宰
の
地
位
に
闘
す
る
問
題
を
検
討
す
る
。

『
西
周
金
文
官
制
研
究
』
が
抽
出
し
た
宰
の
第
二
の
職
掌

「
在
錫
命
種
中
作
償
右
」
、

す
な
わ
ち
朋
命
金
文
に
右
者
と
し
て
登
場
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す
る
宰
の
地
位
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
右
者
た
る
宰
に
閥
わ
る
西
周
金
文
の
う
ち
、
「
加
命
」

字
を
有
し
最
も
厳
密
な
意
味
で
の
加

(
川
品
)

果
方
葬
(
孫
四
五
三
五
)
・
察
筆
・
頭
筆

(
孫
二
六
二
一
1
1
二
八
)
・
師
楚
筆

(孫
二
六
一
五
l
二
ハ
)
・
望
筆

・
害
筆

(
お

)

(

お

)

「
加
賜
」
と
い
う
表
現
を
と
る
も
の
が
賓
盤
(
孫
六
一
七
七
)
と
趨
鼎
(
孫
一

一九
七
)
の

二

命
金
文
と
認
め
う
る
も
の
は

(
『
歴
代
鐙
鼎
発
器
款
識
』
十
四
・
六
|
九
)
の
六
例
、

(

幻

)

例
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
計
八
例
を
器
名

・
右
者

・
被
加
命
者
・
加
命
内
容
の
四
項
目
に
整
理
し
た
の
が
衣
表
で
あ
る
。

器
名

呉
方
勢

妻美頭師
髪
筆

望害嚢趨

右
者

宰

箪

宰

被
加
命
者

出目

作
加
果

珊

命

内

"'" 廿

筆

宰

百

宰

王
呼
史
戊
、
加
命
果
、
嗣
描
束
叔
金
、
賜
・
:

-10ー

宰
現
生

箪

宰
棚
父 弘

頭
察

〈
省
略
〉

箪

宰
厚
父

師
望害

額

賓

王
呼
史
載
生
、
加
命
頭
、

王
日
、
頭
、
命
汝
官
嗣
成
周
貯
廿
家
、
監
嗣
新
造
貯
、
用
宮
御
、
賜
汝
・
:

盤

宰

言双

趨
楚

主
呼
苦
ノ
氏
、

加
命
師
楚、

王
若
日
、
師
楚
:
・
既
命
汝
更
乃
組
考
、
嗣
小
輔
、
今
、
余
佳
縮
豪
乃
命
、

鼎

宰

命
汝
嗣
乃
租
醤
官
小
輔
栗
鼓
鍾
、
賜
汝
・
:

王
呼
史
年
、
加
命
室
、
死
嗣
畢
王
家
、
賜
汝
・:

王
加
命
害
日
、
賜
汝
:
・
、

用
館
乃
租
考
事
、
官
嗣
夷
僕
・

小
射
・

底
魚

王
呼
史
減
、
加
賜
嚢
・:

王
呼
内
史
口
、
加
賜
趨
:
・

ま
ず
、
第

一
章
一
で
引
用
し
た
察
箪
銘
を
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
禁
筆
銘
に
記
さ
れ
た
宰
察
へ
の
命
書
の
内
容
を
こ
こ
で
簡
単
に
要
約
す



る
な
ら
ば
、
被
加
命
者
た
る
奈
は
「
昔
、
先
王
既
命
汝
作
宰
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
度
の
加
命
時
に
は
既
に
宰
職
を
帯
び
て
い
た。

方
、
こ
の
度
の
加
命
で
は
「
作
ハ
官
職
〉
」
の
文
言
は
み
え
ず
、
宰
呂
と
宰
察
に
「
親
疋
劃
格
、
死
嗣
王
家
外
内
」
、
具
瞳
的
に
は
百
工
の
管
理

と
王
后
萎
氏
の
命
令
の
出
納
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
察
箪
銘
に
登
場
す
る
右
者
宰
苗
と
被
珊
命
者
宰
奈
が
と
も
に
宰
職
を
帯
び
る
こ

と
は
、
右
者
と
被
加
命
者
と
の
聞
に
官
制
・
身
分
上
の
関
係
が
あ
ア
た
こ
と
を
容
易
に
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
郭
沫
若
は
右
者

(
m
m
)
 

た
る
宰
箇
を
大
宰
、
被
加
命
者
た
る
宰
察
を
内
宰
(
宮
宰
)
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

『
西
周
金
文
官
制
研
究
』
な
ど
が
既
に
指
摘
す
る

よ
う
に
、

西
周
金
文
に
は
大
宰
と
い
う
官
職
名
は
存
在
せ
ず
、

か
つ
察
箪
銘
か
ら
宰
呂
と
宰
奈
の
職
掌
に
内
外
の
別
が
あ
司
た
と
主
張
す
る
こ

と
出
不
可
能
で
あ
る
が
、

郭
氏
が
宰
察
を
内
宰
(
宮
宰
〉
と
考
え
た
根
擦
は
、
宰
奈
が

王
后
菱
氏
の
命
令
の
出
納
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
命
令
は
銘
文
で
は
宰
奈
の
纏
う
べ
き
具
睡
的
職
掌
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い

る
。
衣
い
で
郭
氏
は
大
宰
を
卿
、
内
宰
を
下
大
夫
と
す
る
『
周
躍
』
の
記
述
を
批
剣
し
、
内
宰
を
大
宰
に
劃
躍
す
る
も
の
と
考
え
る
買
公
彦
の

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
郭
氏
の
立
論
の
仕
方
で
あ
る
。

-11-

設
を
支
持
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
議
論
は
雨
者
の
官
制
・
身
分
上
で
の
「
位
階
」
に
関
連
し
て
お
り
、
前
半
の
具
瞳
的
職
掌
の
問
題
と

は
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
察
筆
銘
に
お
い
て
、
た
ま
た
ま
右
者
と
被
珊
命
者
と
が
同
じ
く
宰
職
を
帯
び
る
た
め
に
、
郭
読
で
は
具
瞳
的

職
掌
の
議
論
と
「
位
階
」
の
議
論
が
い
わ
ば
無
批
判
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
議
論
の
混
範
は
郭
氏
に
の
み
限

っ
た

も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
周
期
官
制
の
復
元
研
究
に
お
い
て
、
珊
命
金
文
は
そ
の
重
要
な
史
料
と
さ
れ
て
き
た
が
、
右
者
と
被
加

命
者
の
「
位
階
」
と
加
命
さ
れ
た
具
瞳
的
職
掌
と
を
排
別
し
な
い
復
元
研
究
は
皆
無
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
宰
を
右
者
と
す
る
加
命

金
文
を
検
討
し
て
、
宰
の
「
位
階
」
と
職
掌
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

先
に
奉
げ
た
表
を
再
び
検
討
す
る
な
ら
ば
、
察
箪
を
含
ん
だ
八
例
す
べ
て
が
「
作
〈
官
職
〉
」

の
文
言
を
飲
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な

わ
ち
こ
れ
ら
の
加
命
で
は
、
特
定
の
官
職
へ
の
任
命
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
具
瞳
的
職
事
の
捲
嘗
の
み
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
先
ず
確
認
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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次
に
被
珊
命
者
に
命
ぜ
ら
れ
た
具
瞳
的
職
事
を
み
る
と
、
頭
筆
銘
で
頚
が
官
嗣
を
命
ぜ
ら
れ
た
「
成
周
貯
廿
家
」
と
は
、

「廿
家」

と
い
う
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四
方
か
ら
成
周
に
集
め
ら
れ
た
貢
納
物
の
貯
識
に
か
か
わ
る
施
設
で
あ
り
、

(
m
m
)
 

れ
た
貢
納
物
あ
る
い
は
新
た
に
建
倍
さ
れ
る
施
設
を
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「新
造
貯
」
と
は
新
た
に
迭
致
さ

言
葉
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、

そ
の
使
用
目
的
と
し
て

「宮
御
に
用
い
よ
」

す
な
わ
ち
宮

廷
の
需
要
を
満
た
す
べ
き
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
貯
」
と
は
周
王
家
の
入
用
へ
の
経
済
的
充
足
を
目
的
と
し
た
施
設
で
あ
り
、

「王

家
」
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
望
箪
で
は
望
に
劃
し
て
「
畢
の
王
家
を
死
翻
せ
よ
」
と
の
命
が
く
だ
さ
れ
る
が、

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
畢
王
家
」
と
は
畢
地
に
存
在
し
た
周
王
の
「
王
家
」
で
あ
っ
た
。

「
王
家
」

の
管
轄
を
職
掌
と
す
る
宰
が

頭
筆
・
望
箪
の
加
命
儀
雄
の
右
者
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
加
命
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
具
睦
的
職
掌
が
ま
さ
に

「
王
家
」
に
関
連
し
た
も
の

で
あ
司
た
と
い
う
理
由
で
十
分
に
説
明
が
つ
く
。

呉
方
葬
で
作
加
果
が
管
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
「
描
束
叔
金
」
は
難
解
で
あ
る
が
、
描
と
は
『
周
嘩
』
春
官
巾
車
に
「
建
大
白
、
以
間
戎
、
以
封

(

ω

)

 

四
衛
」
と
あ
る
大
白
、
す
な
わ
ち
白
色
の
旋
旗
を
指
し
、
叔
金
と
は
旋
旗
の
類
あ
る
い

は
そ
の
関
連
品
を
い
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
師

- 12ー

楚
箪
で
は
租
の
奮
官
で
あ
る
小
輔
と
鼓
鐘
を
管
掌
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
鼓
鍾
の
官
と
は
『
周
躍
』
春
官
の
鍾
師
、
小
輔
と
は
同

(
紅
)

じ
く
春
官
の
鱒
師
に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
呉
方
葬
に
み
え
る
旋
旗
の
類
は
周
王
よ
り
の
賜
興
品
と
し
て
金
文
に
頻
見
す
る
し
、

""'iI 

左

停
』
定
公
四
年
で
衛
の
子
魚
が
説
き
及
ぶ
魯
・
衛
-
E

自
の
封
建
に
闘
わ
る
俸
承
に
も
、
大
勝

・
掘
旋
と
い

っ
た
旋
旗
の
ほ
か
、

大
呂

・
密
須
之

鼓

・
泊
洗
な
ど
の
楽
器
が
賜
興
品
と
し
て

登
場

し
て
い
る
。
旋
旗

・
楽
器
は
「
王
家
」
か
ら
封
建
諸
侯

・
臣
下
へ
と
賜
興
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
経
旗
の
管
理
あ
る
い
は
梁
官
の
管
掌
を
命
ず
る
加
命
儀
穫
に
宰
が
右
者
と
し
て
登
場
す
る
の
も
、
や
は
り
「
王
家
」
の
管
轄
と
い
う
宰
の

職
掌
か
ら
十
分
に
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

定
す害
る筆

とみ
はえ
でる
き夷
な僕

ミga
伯底
基魚
空 と

家 R
五

九

(

幻

)

「
駕
車
馬
、
射
猶
、
捕
漁
」
の
官
で
あ
ろ
う
。

僕
・
射
に

つ
い
て
は
、

そ
の
軍
事
的
性
格
を
否

「
伯
大
師
賜
伯
克
僕
姉
夫
(
伯
大
師

伯
克
に
僕
品
川
夫
を
賜
う
)」
や
幾
父
査
(
係
五
二
九

。
|
九
一
)

「
同
仲
宮
西
宮
、

賜
幾
父
一
示
品
本
六
・
僕
四
家

・
金
十
鈎
(
同
仲

西
宮
に
宮
し
、
幾
父
に
一
示
来
六

・
僕
四
家
・
金
十
鈎
を
賜
う
)
」
の
銘
文

か
ら
わ
か
る
よ
う
に

僕
と
は
本
来
賜
輿
品
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
に
お
い
て

「
王
家
」

に
属
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
第
一



章
で
引
い
た
師
叡
筆
に
師
甑
父
の
「
西
隔
東
隔
僕
叡
・
百
工

・
牧

・
臣
妾
」
と
し
て
僕
が
み
え
て
い
る
の
は
、

僕
が
直
属
の
軍
隊
ま
で
を
も

含
ん
だ
「
家
」
に
所
属
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宰
犀
父
が
害
へ
の
加
命
儀
薩
の
右
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
も
、

や
は
り

「
王
家
」
管
轄
と
の
関
連
で
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
担
)

「
王
家
」
に
か
か
わ
る
具
瞳
的
職
掌
を
命
ず
る
加
命
儀
撞
に
お
い
て
宰
が
右
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
を
逆

に
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
右
者
た
る
宰
と
被
珊
命
者
の
「
位
階
」
に
統
属
関
係
な
い
し
は
上
下
関
係
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
一
般
的
に
西
周
期
の
官
制
復
元
に
お
い
て
、
右
者
と
被
加
命
者
そ
れ
ぞ
れ
が
帯
び
る
官
職
を
復
元
の
根
擦
と
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
「
位
階
」
が
統
属
関
係
な
い
し
は
上
下
関
係
に
あ
る
と
い
う
最
も
肝
心
な
部
分
が
賓
際
に
は
誼
明
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
い
わ
ば
作
業

〈

お

)

懐
読
と
し
て
機
能
L
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
右
者
た
る
宰
に
闘
す
る
限
り
、
被
加
命
者
と
の
関
係
は
そ
の
具
瞳
的
職
掌
に
お
い
て
費

生
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
具
瞳
的
職
掌
は
任
意
の
個
人
に
個
別
的
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
珊
命
儀
瞳
に
お
け
る
宰
と
被
珊
命
者
の
帯

び
る
「
位
階
」
に
何
ら
か
の
関
係
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
試
み
は
基
本
的
に
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
呉
方
葬
の
呉
が
作
加
呉
あ
る
い
は

以
上
、

師
虎
筆
(
孫
二
六
O
六
)
に
み
え
る
内
史
呉
で
あ
り
、
頚
筆
の
頚
が
史
頭
筆
(
孫
二
五
一
一一
一一l
一一一九
)
の
史
顕
で
あ
り
、

望
筆
の
望
が
師
望
鼎

〈孫

- 13ー

師
楚
箪
の
師
楚
が
師
職
を
帯
び
て
い
た
と
し
て
も
、

必
然
性
は
存
在
し
な
い
。
少
な
く
と
も
、
西
周
珊
命
金
文
に
依
る
限
り
、
西
周
期
の
宰
に
「
大
宰
周
公
E
」
あ
る
い
は
『
周
嘩
』
大
宰
の
職
能

を
重
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
宰
か
ら
大
宰
へ
の
道
の
り
を
あ
と
寺
つ
け
る
た
め
に
は
、
金
文
史
料
を
ひ
と
ま
ず
離
れ
て
文
献
史
料
へ

一
一
九
六
〉
の
師
望
で
あ
り
、

宰
が
こ
れ
ら
の
官
職
を
統
べ
る
地
位
に
あ
っ
た
と
考
え
る

と
目
を
轄
ず
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
春
秋
経
』
に
は
東
周
王
家
の
宰
が
三
名
、

四
回
登
場
し
て
い
る
。
謄
公
元
〈
前
七
二
二
)
年
の

秋
七
月
、
天
王

宰
喧
を
し
て
来
り
て
恵
公

・
仲
子
の
贈
を
蹄
ら
し
む
。

が
最
も
時
代
の
さ
か
の
ぼ
る
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
え
る
宰
喧
の
稽
請
に
つ
い
て
、

『
左
俸
』
は
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緩
れ
た
り
、

且
つ
子
氏
未
だ
嘉
ぜ
ざ
る
な
り
。
故
に
名
を
い
い
し
な
り
。
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と
の
解
穫
を
施
し
て
い
る
。
宰
一
厄
が
恵
公
(
際
公
の
先
代
)
・
子
氏
(
夫
人
仲
子
〉
の
贈
を
持
参
し
て
き
た
が
、

恵
公
の
葬
儀
に
は
遅
す
ぎ
、
な
お

ら
、
す
で
に
み
て
き
た
西
周
金
文
の
宰
の
名
を
こ
こ
に
す
べ
て
列
奉
す
る
な
ら
ば
、

か
つ
子
氏
は
未
だ
死
亡
し
て
は
い
な
い
と
い
う
非
躍
ゆ
え
に
、
宰
喧
と
そ
の
名
を
記
し
て
こ
れ
を
蛍
庇
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

西
周
期
の
宰
は
宰
奈

・
宰
苗

・
宰
利
・
宰
雁
・

宰
削

・
宰

弘

・
宰
現
生

・
宰
倒
父

・
宰
厚
父

・
宰
額

・
宰
訊
の
よ
う
に
、
宰
に
つ
い
で
名
(
あ
る
い
は
字
)
を
稽
す
る
の
が
逼
例
で
あ

っ
た
。
隠
公
元
年

の
宰
喧
の
稽
謂
は
ま
さ
に
西
周
期
以
来
の
俸
統
を
ひ
い
た
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
致
庭
の
意
を
讃
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う。

で
は
何
故
に
『
左
停
』
が
聾
既
設
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
宰
垣
の
稽
調
が
『
春
秋
経
』

に
み
え
る
他
の
二
人
の

宰
、
す
な
わ
ち
宰
渠
伯
糾
(
桓
公
四
)
お
よ
び
宰
周
公
(
億
公
九
・
三
O
)
の
そ
れ
と
異
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一恒

・
渠
伯
糾
・

周
公
と
い

そ
の
こ
と
を
裏
返
せ
ば
、

(
叩
山
〉

家
の
宰
が
基
本
的
に
は
同
じ
身
分
範
鴎
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
立
論
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
、

う
稽
謂
法
の
相
遣
を
致
春
褒
庇
で
も
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
『
左
俸
』
の
論
理
で
あ
る
が
、

『
左
俸
』
は
王

『
公
羊
停
』
は
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宰
喧
の
稽
請
に
つ
い
て

宰
な
る
も
の
は
何
ぞ
、
官
な
り
。
固
な
る
も
の
は
何
ぞ
、
名
な
り
。
昌
漏
れ
ぞ
官
を
以
て
氏
と
す
る
、
宰
の
士
な
れ
ば
な
り
。

と
の
解
樟
を
施
す
。
注
疏
に
よ
っ
て
敷
宿
す
れ
ば
、
宰
周
公
と
い
う
稽
謂
か
ら
宰
が
官
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
喧
と
名
を
い
う
の

は
卑
し
め
た
呼
び
方
で
あ
り
、
宰
恒
の
「
宰
」
は
官
名
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
官
名
を
氏
と
し
た
の
か
と
い
え
ば
、

一
担
が
宰
に
腐
す

る
中
士
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

と
な
ろ
う
。

宰
周
公
に
糾
問
し
て
、

『
公
羊
俸
』
は
「
宰
周
公
な
る
も
の
は
何
ぞ
、

天
子
の
政
を
篤
む
る
者
な

り
」
と
の
解
醐
揮
を
施
し
て
お
り
、
同
じ
く
宰
と
い
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
矯
政
者
か
ら
中
土
ま
で
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

日

出

)

致
庇
読
に
劃
し
て
身
分
説
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
身
分
読
は
成
立
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
周
王
家
の
宰
の
関
わ
司
た
職
掌
か
ら

『
左
俸
』
の

検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
春
秋
経
』
に
み
え
る
王
家
の
宰
は
、
先
に
引
い
た
隠
公
元
年
の
蹄
娼
含
の
ほ
か
、

勝
櫨
(
桓
公
四
「
天
王
使
宰
渠
伯
糾
来
聴
」
、

倍
公
三
O
「天

王
使
宰
周
公
来
聴
」
〉
、
舎
盟
(
億
公
九
「
公
舎
宰
周
公
・
斉
侯
・
宋
子
・
衡
侯
・
鄭
伯
・
許
男
・
曹
伯
子
葵
丘
」
〉
を
措
嘗
し
て
い
る
。

い
ま
、
『
春
秋
経
』



に
み
え
る
こ
れ
ら
の
事
例
を
整
理
す
る
と
、

(

叩

叫

)

蹄
贈
含
日
叔
服
(
文
元
)
・
築
叔
(
文
五
)
・
召
伯
(
文
五
)

舎勝

櫨
口
凡
伯
〈
隠
七
)
・
南
季
(
際
九
)
・
仰
叔
之
子
(
桓
五
〉
・
家
父
(
桓
八
)
・
祭
叔
〈
荘
二
三
)
・
王
季
子
(
宣

一
O
〉

と
な
る
。

盟
日
王
世
子
(
億
五
)
・
王
人
〈
億
八
・
億
二
九
〉
・
蘇
子
(
文
一

O
〉
・
草
子
(
裏
一
二
〉
・
劉
子
(
昭
一
三
・
定
四
)

(
鈎
〉

王
季
子
と
は
頃
王
の
子
(
劉
氏
の
始
祖
た
る
劉
康
公
)
、
某
伯
(
叔

・
季
)
は
西
周
以

王
世
子
と
は
恵
王
の
王
位
継
承
者
(
後
の
褒
王
〉
、

来
の
内
諸
侯
の
稽
謂
、
車
子
・
劉
子
は
東
周
王
朝
の
執
政
と
、
こ
れ
ら
の
任
務
を
携
嘗
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
王
朝
の
中
植
を
占
め
る
世
族
層

に
属
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
史
料
捜
査
の
範
圏
を
『
左
俸
』
に
ま
で
績
大
し
て
も
獲
化
し
な
い
。
要
す
る
に
、
蹄
賭
含
・
務
理
・
舎
盟
な

(
州
制
)

ど
は
王
家
の
重
要
な
外
交
事
項
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
列
園
と
同
様
に
基
本
的
に
世
族
層
に
よ
っ
て
纏
わ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
隠
公

元
年
の
宰
垣
を
中
土
と
す
る
『
公
羊
惇
』
の
解
揮
は
歴
史
的
事
貫
に
そ
ぐ
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
春
秋
経
』
に
み
え
る
宰
を
基
本
的
に
同
じ
階
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屠
に
属
す
る
も
の
と
す
る
『
左
俸
』
の
解
揮
が
よ
り
安
賞
で
あ
る
。

調
法
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
宰
垣
と
異
な
り
宰
渠
伯
糾
・
宰
周
公
の
二
人
は
氏
族
名
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
相
違
貼
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
西
周
期
か
ら
東
周
期
に
か
け
て
宰
の
地
位
に
襲
化
は
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

再
び
『
春
秋
経
』
に
登
場
す
る
三
人
の
宰
の
稽

『
左
俸
』
が
致

庇
読
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
が
、
こ
の
襲
化
は
先
に
も
述
べ
た
西
周
期
の
宰
の
稽
謂
法
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
し
て
い
る
。

『
左
停
』
が
宰
周
公
の
こ
と
を
宰
孔
と
記
す
よ
う
に
(
催
公
九
〉
、
俸
統
的
稽
謂
法
は
残
存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

『
春
秋
経
』
が
宰
の
稽

謂
法
を
出
現
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
襲
化
は

宰
職
を
帯
び
る
人
物
の
出
自
氏
族
へ
の
関
心
が
よ
り
高
ま
司
た
こ
と

面
い
換
え
れ

ば
、
あ
る
人
物
が
捨
う
べ
き
職
能
が
そ
の
官
職
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
出
自
氏
族
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
傾
向
が
増
し
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
開
贈
含
・
勝
櫨
・
曾
盟
に
闘
わ
る
人
物
が
宰
を
除
い
て
誰
一

人
と
し
て
官
職
を
帯
び
な
い
こ
と
、

さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
東
周
王
朝

の
官
職
が
ほ
と
ん
ど
文
献
史
料
に
み
え
な
い
と
い
う
事
貧
は
、
宰
の
稽
謂
法
の
襲
化
と
共
通
し
た
方
向
性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
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ら
、
た
と
え
宰
と
い
う
官
職
名
が
最
終
的
に
は
意
味
を
も
た
な
く
な
る
に
せ
よ
、
周
公
と
い
う
王
家
譜
代
の
世
族
が
宰
職
を
帯
び
た
事
貨
は
重
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要
で
あ
る
。
宰
と
は
周
公
家
に
捻
わ
れ
る
官
職
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
を
高
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

『
詩
鰹
』
小
雅
十
月
之
交

「皇
父
は
卿
士
、
番
は
維
れ
司
徒
、
家
伯
は
維
れ
宰
、
仲
允
は
膳
夫
、

緊
子
は
内
史
、
販
は
維
れ
趣
馬
、
桶
は
維
れ
師
氏
」
の
よ
う
に、

(
4
)
 

の
権
力
中
植
に
宰
が
含
ま
れ
る
の
は
、
宰
の
地
位
上
昇
過
程
に
お
け
る

一
一断
面
を
我
々
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

王
朝

第
三
章

宰
か
ら
大
宰
へ

宰
周
公
へ
と
至
る
周
王
家
の
宰
の
地
位
上
昇
は
、
周
初
に
「
大
宰
周
公
旦」

の
存
在
を
想
定
す
る
前
提
の
一
つ
と
な
り
え
た
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
な
が
ら
、
我
々
は
西
周
王
家
の
宰
お
よ
び
東
周
王
家
の
宰
が

「
王
家
」
の
管
轄
、
王
命
の
出
納
、

物
流
へ
の
闘
興
、
さ
ら
に
は
王
家
の
外

交
事
項
へ
の
開
興
と
い
っ
た
職
掌
を
捻
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
え
て
も
、
彼
ら
宰
が
擢
力
機
構
の
な
か
で
擦

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
職
能
を
す
べ

王
命
の
出
納
と
い
う
職
掌
や
宰
周
公
の
出
自
な
ど
か
ら
、
宰
が
権
力
中
橿
に
お
い
て
何
ら

(
m
M
)
 

か
の
影
響
力
を
行
使
し
え
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
推
測
を
謹
明
す
る
手
段
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら

て
明
ら
か
に
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

「
大
宰
周
公
日
ご
や
『
周
穫
』
の
大
宰
と
い
う
官
職
名
に
つ
い
て
も
、

「
大
宰
周
公
E
」
に
言
及
す
る
『
左
俸
』

定
公
四
年
の
記
事
を
除
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け
t工

金
文
史
料

・
『
春
秋
経
』

・
『
左
俸
』
に
み
え
る
周
王
家
の
宰
は
す
べ
て
大
宰
と
は
稽
し
て
い
な
い
。

(

必

)

し
う
る
の
は
、
金
文
史
料
で
は
魯

・旗
門
・
用

・
邪
・
耳
の
五
箇
圏
、

現
時
酷
で
大
宰
の
官
職
名
を
確
認

『
左
停
』

で
は
魯

・
楚

・
宋

・
鄭

・
呉
の
五
箇
園
で
あ
り
、
宰
か
ら
大
宰

へ
と
い
う
官
職
名
の
質
化
は
周
王
家
で
は
な
く
列
園
に
お
い
て
お
こ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
本
章
で
は
、

列
園
の
大
宰
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
大
宰
(
宰
〉
が
権
力
機
構
の
な
か
で
措
っ
て
い
た
職
能
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
列
固
に
お
け
る
大
宰
の
官
制
・

身
分
上
で
の
地
位
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
列
園
金

(

H
H

)

 

文
に
は
大
宰
の
ほ
か
、
大
嗣
徒
・

大
嗣
工

・
大
義
国夫

・
大
内
史
な
ど
、
西
周
期
の
官
職
に
「
大
」
字
を
附
し
た
官
職
名
が
み
え
て
い
る
。
金
文

大
宰
(
宰
)
の
職
能
を
考
え
る
に
先
だ
っ
て
、

史
料
の
大
宰
と
い
う
官
職
名
も
こ
れ
ら
の
官
職
と
軌
を
一

に
し
て
登
場
し
て
お
り
、
宰
か
ら
大
宰
へ
の
官
職
名
の
獲
化
を
も

っ
て
直
ち
に
宰
の

地
位
が
上
昇
し
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。



先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
左
俸
』
に
大
宰
の
名
が
み
え
る
園
は
、
魯
・
楚
・
宋
・
鄭
・
具
の
五
箇
園
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
う
ち
宋
の
大
宰

は
、
『
左
停
』
成
公
一
五
(
前
五
七
六
)
年

秋
八
月
、
宋
の
共
公
を
葬
む
る
。
是
に
於
い
て
華
元
右
師
た
り
、
魚
石
左
師
た
り
、
蕩
津
司
馬
た
り
、
華
喜
司
徒
た
り
、
公
孫
師
司
域
た

り
、
向
篤
人
大
司
窟
た
り
、
鱗
朱
少
司
冠
た
り
、
向
帯
大
宰
た
り
、
魚
府
少
宰
た
り
。

す
な
わ

ち
戴
族
(華
元
・

肇
喜
)
お
よ
び
荘

族
(
公
孫
師
U

に
よ
る
桓
族
(
魚
石
・
蕩
津
・
向
篤
人
・
鱗
朱
・
向
帯
・
魚
府
)
追
放
直
前
の
賦
況
を
記
録
し
て
お
り
、
宋
に
お
い
て
は
大
宰
あ
る
い

は
少
宰
が
世
族
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ
う
る
人
物
の
帯
び
る
官
職
で
あ

ア
た
こ
と
が
わ
か
る
。
嘗
時
、
列
園
の
権
力
中
植
を
占
め
て
い
た
世
族
は

そ
の
族
的
結
合
に
よ
っ
て
権
力
を
保
持
し
て
お
り
、
そ
の
地
位
も

一
義
的
に
は
世
襲
さ
れ
た
卿
位
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ

った。

世

族
に
と
っ
て
官
職
を
帯
び
る
こ
と
は
そ
の
擢
力
保
持
に
と
っ
て
必
須
の
燦
件
で
は
な
か

っ
た
が
、
逆
に
世
族
聞
に
分
業
闘
係
が
存
在
し
、
そ
れ

(

必

)

が
官
職
保
持
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
場
合
、
世
族
が
帯
び
る
官
職
に
は
一
定
の
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
責
で
あ
る
。

宋
の
場
合
、
擢
力
中
植

に
位
置
す
る
六
卿
が
帯
び
る
官
職
は
、
先
に
奉
げ
た
史
料
に
列
奉
さ
れ
た
右
師
・
左
師
・
司
馬
・
司
徒
・
司
城
・
司
冠
の
六
職
に
限
定
さ
れ
て

(
日
明
〉

お
り
、
大
宰
・
少
宰
は
六
卿
の
帯
び
る
官
職
と
は
さ
れ
て
い
な
か

司
た
。
右
師
・
左
師
以
下
の
六
職
の
記
載
順
は
時
と
し
て
嬰
動
す
る
こ
と
が

あ
り
、
こ
の
六
職
に
官
制
上
で
の
序
列
を
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
大
宰
・
少
宰
は
官
制
上
そ
れ
ら
六
卿
の
帯
び
る
官

に
列
奉
さ
れ
た
官
職
の
一
つ
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、

宋
に
お
け
る
世
族
抗
争
、
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職
に
次
ぐ
位
置
づ
け
を
興
え
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
桓
族
追
放
後
の
人
事
に
つ
い
て
、

『
左
俸
』
が

向
民
を
し
て
左
師
と
震
り
、

老
佐
を
し
て
司
馬
と
漏
り
、
築
資
を
し
て
司
窟
と
震
ら
し
め
、
以
て
園
人
を
靖
ん
ず
。

と
、
左
師
・
司
馬
・
司
憲
の
後
任
に
は
鯛
れ
る
も
の
の
、
大
宰
・
少
宰
の
後
任
人
事
に
言
及
し
な
い
の
は
、
大
宰

・
少
宰
が
必
ず
し
も
権
力
中

植
に
と
っ
て
必
須
の
官
職
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

大
宰
職
が
官
制
上
で
必
ず
し
も
最
上
位
の
官
職
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
他
固
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

華
元

『
左
停
』
裏
公

一

157 

〈
前
五
六
二
〉
年
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鄭
人

良
寄
・
大
宰
石
英
を
し
て
楚
に
如
き
、
時
に
音
に
服
せ
ん
と
す
る
を
告
げ
し
め
て
日
く
、

:
:
:
。
楚
人
こ
れ
を
執
う
。

の
記
事
は
、
鄭
の
大
宰
が
楚
へ
の
使
者
と
な

っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
大
宰
石
奏
と
と
も
に
楚
に
赴
い
た
良
容
は
、
公
子
去
疾
(
子

(

U

)
 

良
)
|
公
孫
輔
(
子
耳
〉
と
綴
く
桓
族
良
氏
の
後
縫
者
で
あ
り
、
鄭
の
樺
力
中
植
に
位
置
す
る
六
卿
(
七
穆
)
の

一
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
良
容
と

『
春
秋
経
』
が
こ
の
事
件
を

「
楚
人

し
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

鄭
の
行
人
良
容
を
執
う
」
と
の
み
記
し
、
大
宰
石
実
に
言
及

(
川
崎
)

鄭
に
お
い
て
六
卿
(
七
穆
〉
が
帯
び
る
官
職
は
司
馬

・
司
空
・
司
徒
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

桓
族
良
氏
の

大
宰
石
英
に
身
分
差
が
あ
司
た
こ
と
は
、

後
縫
者
た
る
良
容
と
は
身
分
の
異
な
る
石
集
が
帯
び
る
大
宰
は
そ
の
下
位
に
位
置
す
る
官
職
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
大
宰
子
商
(
成

公一

Oγ
大
宰
伯
州
型
(
成
公
一
六
な
ど
)
・
大
宰
蓮
唇
彊
(
昭
公
元
な
ど
)
・
大
宰
犯
(
昭
公
一一一

〉
と
最
も
多
く
の
大
宰
を
み
い
だ
す
こ
と
の
で

(

必

〉

(
印

)

き
る
楚
に
お
い
て
も
、
大
宰
の
地
位
は
令
晋
ノ
あ
る
い
は
そ
れ
を
補
佐
す
る
司
馬
の
地
位
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
官
制
あ
る
い
は
身
分

か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
列
圏
の
大
宰
は
権
力
機
構
の
最
上
位
に
位
置
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
こ
か
ら

「大
宰
周
公
旦
」
あ
る
い
は
『
周
躍』

大

し
か
し
な
が
ら
、
『
左
停
』
に
は
官
制
・
身
分
上
の
地
位
と
は
異
な
る
宰
の
用
例
が
存
在
し
て
い
る
。

(

日

)

(

臼

)

「
宰
」
と
呼
び
、
あ
る
い
は
越
孟
が
鄭
の
前
「
信
用
政
」
子
皮
を
「
家
宰
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
擢
力
機
構
の
最
上
紐
に
位
置
す
る
人
物
に
劃
し
て

(
臼
〉

「
宰
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う

「
宰
」

あ
る
い
は

「
家
宰
」
の
用
例
は
、
『
論
語
』
憲
間
篇

子
張
日
く
、
書
に
云
う
、
高
宗
諒
陰
三
年
言
わ
ず
、
と
。
何
の
謂
い
ぞ
や
。
子
日
く
、
何
ぞ
必
ず
し
も
高
宗
の
み
な
ら
ん
。
古
の
人
は
皆

E

田
の
随
武
子
が
楚
の
令
苦
ノ
鳶
敷
を
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宰
の
イ
メ
ー
ジ
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
然
り
。
君
嘉
ず
れ
ば
、
百
官
己
を
総
べ
て
、
以
て
家
宰
に
聴
く
こ
と
三
年
。

に
み
え
る
、
王
に
代
わ
っ
て
百
官
を
指
揮
す
べ
き

「
家
宰
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
連
な
り
、

「大
宰
周
公
旦
」
あ
る
い
は

『
周
嘩
』
大
宰
へ
の
道
を

拓
く
も
の
で
あ
る
。
第
二
章一
で
み
た
周
王
家
に
お
け
る
宰
の
地
位
上
昇
が
こ
の
用
例
に

一
定
の
影
響
を
興
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

逆
に
列
園
に
お
け
る
大
宰
の
官
制

・
身
分
上
の
地
位
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
用
例
が
無
僚
件
に
列
園
の
人
物
に
劃
し
て
適
躍
さ
れ
た
と
考
え
る

こ
と
に
欝
踏
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
列
園
の
大
宰
に
は
、
官
制
・
身
分
上
で
の
地
位
と
は
別
に
、
権
力
機
構
の
最
上
位
者
と
い
う
用
例
を
支
え
る



賓
態
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
五
二
九
(
『
左
俸
』
昭
公
一
三
)
年
、
音
の
叔
向
は
湾
桓
公
の
治
世
を
回
顧
し
て
次
の
よ
う
に
護
言
し
て
い
る。

旗
開
桓
は
衛
姫
の
子
な
り
。
倦
に
寵
あ
り
。

飽
叔
牙
・
賓
須
無
・
隈
朋
あ
り
て
以
て
補
佐
と
震
り
、

菖
・
衛
あ
り
て
以
て
外
主
と
矯
り
、

園
・
高
あ
り
て
以
て
内
主
と
震
る
。
議
同に
従
う
こ
と
流
る
る
が
如
く
、
善
に
下
り
て
湾
粛
な
り
。
賄
を
醸
め
ず
、
欲
に
従
わ
ず
、
施
合
し

て
倦
ま
ず
、
善
を
求
め
て
厭
か
ず
。
是
を
以
て
園
を
有
ち
し
こ
と
、
ま
た
宜
な
ら
ず
や
。

「
内
主
」
の
四
つ
が
桓
公
の
治
世
を
支
え
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら

(

出

)

桓
公
(
公
子
小
白
〉
が
即
位
前
に
亡
命
し
て
い
た
菖
、
お
よ
び
文
中
に
も
あ

〈

日

)

「
内
主
」
す
な
わ
ち
圏
内
の
支
援
者
は
、
園
氏
・
高
氏
と
い
う
斉
累
代
の
上
卿
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃

飽
叔
牙
・
賓
須
無
・
隈
朋
三
人
の
「
補
佐
」
と
は
、
桓
公
(
公
子
小
白
〉
を
奉
じ
て
菖
に
亡
命
し
、
最
終
的
に
そ
の
即
位
を
賞
現
し
た

(

回

)

飽
叔
牙
の
事
跡
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
桓
公
の
腹
心
・
股
肱
と
い
う
べ
き
臣
下
を
指
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
桓
公
の
道
徳
的
資
質
を
除
い
て
、

「寵」

「
補
佐
」

「外
主
」

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
外
主
」
す
な
わ
ち
圏
外
の
支
援
者
は
、

る
よ
う
に
桓
公
の
母
の
里
園
で
あ
る
衛
、

し
て
、

『
左
停
』
は
彼
ら
の
帯
び
た
官
職
に
言
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及
し
な
い
が
、

桓
J大
.i.'、

『
園
語
』
湾
語
に
は

宮
よ
り
旗
門
に
反
り
、
飽
叔
を
し
て
宰
た
ら
し
む
。

と
、
飽
叔
牙
が
宰
職
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

d

飽
叔
牙
の
子
孫
紛
の
作
器
に
か
か
る
紛
鱒
(
孫
六
五
六
七
)
の
銘
文
に

侯
氏
従
告
之
日
、
世
高
至
於
辞
孫
子
、
勿
或
食
改
、
飽
子
口
日
、
余
調
心
畏
思
、
余
四
事
是
以
、
余
震
大
工
厄
・
大
吏
・
大
徒
・
大
宰
、

是
以
可
事
、
子
孫
永
保
用
。

わ

侯
氏
従
っ
て
こ
れ
に
告
げ
て
日
く
、
世
菌
、
辞
が
孫
子
に
至
る
ま
で
、
散
改
或
る
こ
と
勿
か
れ
、
と
。
飽
子
口
し
て
田
く
、

余
、
調
心

畏
忌
し
て
、
余
が
四
事
を
是
れ
以
い
ん
。
余
、
大
工
厄
・
大
吏
・
大
徒
・
大
宰
と
震
り
、
是
を
以
て
事
う
可
し
、
と
。
子
孫
、

永
く
保

用
せ
よ
。

159 

と
あ
る
よ
う
に
、
大
工
厄
・
大
吏
・
大
徒
・
大
宰
の
四
職
は
飽
氏
世
襲
の
官
職
「
四
事
」

寸と
さ
れ
て
お
り
、
飽
叔
牙
の
宰
就
任
を
停
え
る
費
語
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の
記
事
は
事
貫
を
記
録
し
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

宰

〈
大
宰
)
と
は
桓
公
の
腹
心
・
股
肱
の
帯
び
る
官
職
で
あ
り
、

桓
公
の
プ
，

レ
イ
ン
政
治
を
支
え
る
役
割
を
捻
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

宰
(
大
宰
)
が
政
策
ブ
レ
イ
ン
の
帯
び
る
官
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

賓
の
飽
叔
牙
の
事
例
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
春
秋
後
期
に
急
速
に
勢

力
を
抜
大
し
た
呉
に
お
い
て
、

呉
王
夫
差
を
補
佐
し
、

そ
の
政
策
決
定
に
影
響
力
を
も

っ
た
の
は
大
宰
酷
で
あ
っ
た
。

ま
た

魯
の
公
子
翠

(
朝
刊
父
)
が
隠
公
の
弟
軌
(
後
の
桓
公
)
を
殺
し
て
大
宰
と
な
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
希
望
が
か
な
え
ら
れ
な
い
と
み
る
や
逆
に
隠
公
を
拭
殺
し

(

幻

)

(

回

)

た
事
例
や
、
宋
の
大
宰
華
督
が
湯
公
を
棋
殺
し
て
荘
公
を
擁
立
し
た
事
例
は
、
園
君
に
極
め
て
近
い
存
在
で
あ
っ
た
大
宰
が
公
位
縫
承
に
能
動

(

臼

)

的
に
闘
興
し
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
大
宰
華
督
が
関
公
拭
殺
に
巻
き
込
ま
れ
、
楚
の
大
宰
伯
州
型
が
姉
致
結
殺
に
巻
き
込

(
印
)

ま
れ
て
殺
さ
れ
た
よ
う
に
、
大
宰
は
園
君
近
侍
の
も
の
と
し
て
主
君
と
運
命
を
と
も
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

列
園
の
大
宰
が
西
周
期
の
宰
以
来
の
職
掌
と
し
て
主
君
の
「
家
」
の
管
轄
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
は
、

『
左
俸
』
裏
公
九
年
の
記
事
が
俸
え

(
臼
)

る
宋
の
火
災
に
際
し
て
、
大
宰
西
姐
吾
が
府
庫
の
護
衛
、
宮
内
の
警
備
を
命
ぜ
ら
れ
た
事
例
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
主
君
の
「
家
」
の
管

轄
に
あ
た
る
近
侍
の
官
と
し
て
の
性
格
は
西
周
期
、
あ
る
い
は
股
代
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
大
宰
の
政
策
ブ
レ

イ
ン
と
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し
て
の
属
性
を
そ
の
近
侍
性
に
の
み
由
来
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

政
策

e

プ
レ
イ
ン
が
要
請
さ
れ
る
前
提
に
は
園
君

へ
の
権
力
集
中
が
あ
司
た
は
ず
で
あ
り
、
な
お
か
つ
園
君
と
政
策
-ブ

レ
イ
ン
と
の
聞
に
は
人
格
的
・
個
別
的
な
関
係
が
成
立
し
て

い
な
け
れ
ば

(
臼
〉

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
費
に
お
け
る
大
宰
飽
叔
牙
、
呉
に
お
け
る
大
宰
踏
の
出
現
は
、
湾
桓
公
・

果
王
夫
差

へ
の
権
力
集
中
抜
き
に
し
て
は
語

り
え
な
い
し
、
楚
の
大
宰
伯
州
型
お
よ
び
そ
の
孫
の
臭
の
大
宰
話
が
と
も
に
園
内
に
擢
力
基
盤
を
も
た
な
い
亡
命
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

大
宰

と
園
君
と
の
人
格
的
・
個
別
的
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
大
宰
が
そ
の
よ
う
な
属
性
を
も

っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
が
、

列
園
に
お
い
て
園
君
を
補
佐
し
、
そ
の
政
策
決
定
に
関
わ
る
ブ
レ
イ
ン
の
帯
び
る
官
職
の

一
つ
と
し
て
大
宰
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

た
し
か
で
あ
ろ
う
。
権
力
機
構
の
最
上
級
に
位
置
す
る
人
物
を
「
宰
」
と
呼
ぶ
用
例
を
支
え
、

(

臼

)

職
能
を
導
き
出
し
て
い
た
の
は
、
列
園
大
宰
の
も
つ
こ
の
側
面
で
あ
っ
た
。

「
大
宰
周
公
旦
」
あ
る
い
は
『
周
躍
』
大
宰
の



『
周
瞳
』
の
大
宰
に
興
え
ら
れ
た
周
王
を
補
佐
し
、

首
問
機
を
絶
賛
す
る
と
い
う
職
能
は
、
現
貨
の
宰
あ
る
い
は
大
宰
の
職
掌
、
官
制
・
身
分
上
の
地
位
の
み
か
ら
は
直
ち
に
導
き
出
す
こ
と
が
で
き

『
周
種
』
天
官
の
諸
官
を
み
る
と
き
、
六
官
中
も

っ
と
も
植
要
な
地
位
を
占
め
て
高
機
を
総
覧
す
る
大
宰
に
劃
し
て
、
そ
の
属
官
の
ほ
と
ん

(
臼
)

ど
が
宮
内
官
的
な
い
わ
ば
卑
賎
な
官
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
が
気
附
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

『
周
撞
』
の
大
宰
と
は
、
大
宰
が
も
っ
て
い
た
政
策
プ
レ
イ
ン
と
し
て
の
側
面
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
逆
に
そ
の
側
面
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、

『
周
薩
』
の
大
宰
は
現
寅
の
大
宰
の
職
掌

・
地
位
か
ら
か
け
離
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な

る
の
で
あ
る
。

一
旦
現
賓
と
遊
離
し
、
そ
の
政
策
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
の
側
面
を
大
宰
の
職
掌
と
理
解
し
た
『
周
撞
』
が
、
今
度
は
逆
に
理
念
的

な
官
制
の
な
か
に
そ
の
大
宰
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
と
き
、
大
宰
に
興
え
ら
れ
る
地
位
は
首
問
機
を
穂
賢
し
、
他
の
五
官
を
凌
ぐ
地
位
し
か
な

ぃ
。
そ
し
て
現
賓
の
大
宰
に
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
主
君
の
「
家
」
に
関
わ
る
諸
官
が
、
そ
の
職
掌
の
卑
賎
さ
ゆ
え
に
『
周
櫨
』
に
お
け
る
大

宰
の
地
位
上
昇
に
遺
障
で
き
な
い
以
上
、

『周
瞳
』
天
官
の
構
成
は
斯
維
至
の
い
う
「
頭
大
尾
小
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

ー21ー

結

語

周
王
家
さ
ら
に
は
列
園
に
お
け
る
宰
〈
大
宰
〉
の
職
掌
・
地
位
を
み
て
き
た
が
、

春
秋
期
の
卿
大
夫
も
ま
た
そ
の
家
臣
と
し
て
宰
を
有
し
て

い
た
。
前
六

O
九
年
、
魯
の
宣
公
擁
立
を
め
ぐ
る
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
叔
仲
恵
伯
が
殺
害
さ
れ
た
経
緯
を
、

『
左
俸
』
文
公

一
八
年
は

(
裏
)
仲

君
命
を
以
て
恵
伯
を
召
す
。
其
の
宰
公
舟
務
人
こ
れ
を
止
め
て
日
く
、

入
ら
ば
、

必
ず
死
な
ん
。
叔
仲
田
く
、
君
命
に
死
す

る
は
可
な
り
。
公
舟
務
人
日
く
、
若
し
君
命
な
ら
ば
死
す
ベ
し
。
君
命
に
非
ざ
る
は
何
ぞ
聴
か
ん
。
聴
か
ず
。
乃
ち
入
る
。
殺
し
て
こ
れ

を
馬
矢
の
中
に
埋
む
。
公
再
務
人

(
臼
〉

と
記
録
し
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
宰
公
舟
務
人
は
、

其
の
需
を
奉
じ
以
て
奈
に
奔
る
。
既
に
し
て
叔
仲
氏
を
復
す
。

主
君
叔
仲
恵
伯
へ
の
助
言
者
で
あ
る
と
と
も
に
、

叔
仲
恵
伯
亡
き
後
は
そ
の
「
裕
」

を
奉
じ
て
叔
仲
氏
を
維
持
再
興
し
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

公
再
務
人
が
奉
じ
た
需
と
は
主
君
の
一
族
の
謂
で
あ
り
、

(
侃
〉

「
家
」
あ
る
い
は
「
室
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
氏
族
財
産
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
?
た
が
、
宰
が
需
を
も
含
め
た
「
家
」
の
管
轄
を
職
掌
と
し
て

首
時
一
般
に
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(
m
む

い
た
こ
と
は
、

魯
の
季
文
子
の
葬
儀
に
あ
た
っ
て
そ
の
宰
が
「
家
器
を
尼
え
て
葬
の
備
え
を
魚
」
し
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
『
論

語
』
先
進
篇
に

季
氏

周
公
よ
り
富
む
。
而
う
し
て
(舟〉

求
や
こ
れ
が
震
に
緊
徴
し
て
こ
れ
に
附
盆
す
。

と
記
さ
れ
る
孔
子
の
弟
子
向
求
も
季
孫
氏
の
宰
で
あ
っ
た
。

人
民
か
ら
税
を
取
り
立
て
て
季
孫
氏
の
富
の
増
加
を
固
っ
た
舟
求
の
行
震
は
、
すよL

と
え
そ
れ
が
師
孔
子
か
ら
「
吾
が
徒
に
非
ざ
る
な
り
。

小
子
、

鼓
を
鳴
ら
し
て
こ
れ
を
攻
め
て
可
な
り
」
と
批
判
さ
れ
た
と
し
て
も
、

「家」

の
管
轄
を
職
掌
と
す
る
宰
と
し
て
は
醤
然
の
務
め
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
再
求
も
ま
た
、

先
の
叔
仲
氏
の
宰
公
舟
務
人
と
同
様
、

主
君
季

(
印

)

孫
康
子
へ
の
助
言
者
と
し
て
の
側
面
を
も

っ
て
い
た
。
卿
大
夫
家
臣
と
し
て
の
宰
は
そ
の

「家
」
の
管
轄
を
職
掌
と
し
、
同
時
に
主
君
へ
の
助

(

的

)

言
者
す
な
わ
ち
政
策
ブ

レ
イ
ン
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
存
在
形
態
は
基
本
的
に
列
圏
の
大
宰
と
同
じ
で
あ
る
と
考

(
河

〉

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
は
別
に
卿
大
夫
の
采
邑
を
管
轄
す
る

「邑
宰
」
と
呼
ば

(
九

〉

れ
る
一
群
の
宰
が
存
在
し
て
い
る
。
季
孫
氏
の
費
に
は
南
遺

(
『
左
俸
』

褒
公
七
〉
・
南
劇

(『左
停
』
昭
公
=
己
・
子
洩
(
『
左
停
』
定
公
五
)
・
子
長

右
に
み
た
卿
大
夫
の
宰
は
一

般
に
「
家
宰
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

- 22ー

(
『
論
語
』
先
進
篇
)
・
子
務
(『論
語
』
薙
也
篇
)
、
叔
孫
氏
の
郎
に
は
公
若

(
『
左
停
』
定
公
一

O
〉
、
孟
孫
氏
の
成
に
は
公
数
慮
父
(
『
左
停
』

定
公
八
)
・

公
孫
宿
(『左
俸
』
哀
公
一
四
)
と
い
ア
た
「
邑
宰
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

(

η

)

 

い
は
「
室
」
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
「
ロ巴
宰
」
以
外
に
、
司
徒

(『左
停
』
昭
公
一
四
〉
、

馬
正
・
工
師
(『左臨
時
』
定
公
一

O
)

こ
れ
ら
の
采
邑
も
ま
た
卿
大
夫
の
「
家
」
あ
る

と
い

司
た
官
職
も
置
か
れ
て
お
り
、

一
定
の
官
制
的
組
織
化
を
蒙
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
「
家
」
あ
る
い
は
「
室
」
が
復
数
地
に
分
散
し
、

か
つ
宰
が
そ
の
管
轄
を
職
掌
と
し
て
措
う
と
い
う
構
造
は
、
第
一
章

・
第
二

章
で
述
べ
た
周
「
王
家
」
の
構
造
と
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
と
評
慣
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
宰
型
支
配
と
も
い
う
べ
き
支
配
形
態

は
、
西
周
期
か
ら
春
秋
期
へ
と
績
い
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、

か
っ
そ
の
宰
が
主
君
の
政
策
委プ
レ

イ
ン
に
も
な
り
え
た
よ
う
に
、
昔
時
の
支
配
機

構
の
な
か
で
重
要
な
機
能
を
捲

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

周
王
朝
の
支
配
領
域
は
「
四
方
」
|
「
周
邦
」
|
「
王
家
」

す
な
わ
ち
外
諸
侯
の
領



域
(
外
服
〉
|
周
王
の
直
接
支
配
領
域
(
内
服

)
lオ
イ
コ
ス
た
る
「
王
家
」
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
た
が
、

こ
の
構
造
は
周
王
と
の
血
縁
関

係
(
擬
制
的
血
縁
関
係
〉
を
基
礎
と
す
る
「
封
建
」
的
要
素
の
み
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
官
制
的
要
素
が

「
封
建
」
的
要
素

〈河〉

と
絡
み
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
王
朝
の
構
造
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
宰
型
支
配
が
そ
の
官
制
的
要
素
の
少
な
く
と
も
一
部
を

措
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

163 

詰〈
1
〉
陳
夢
家
『
ト
僻
綜
述
』
(
一
九
五
六
年
〉
第
十
五
一
章
百
官
に
「
殿
代

史
官
如
芦
・
乍
加
・
史
・
卿
史
等
沿
至
西
周
、
向
存
其
制
。
其
官
如

宰
・
工
・
射
・
犬
亦
相
沿
至
西
周
。
至
於
西
周
金
文
所
見
的
虎
臣
・
司

冠
・
司
土
・
善
夫
等
等
、
則
似
魚
純
粋
的
周
制
」
と
あ
る
。

(

2

)

宰
牟
離
骨
ハ
『殿
契
侠
存
』
五
一
八
〉
「
壬
午
、
王
国
子
委
麓
、
獲

一
商
哉
兇
、
王
易
宰
牟
媛
、
小
知
兄
、
在
五
月
、
佐
王
六
杷
多
目
」
、
牛

距
骨
刻
辞
令
中
園
考
古
皐
報
』
第
四
筋
、

一
九
四
九
年
一
八
四
頁
)

「
王
目
、
別
大
乙
袋
、
子
白
麓
屑
、
宰
卒
」
。
高
去
零
「
股
撞
出
土
問

牛
距
骨
刻
僻
」
(『中
園
考
古
皐
報
』
第
四
朗
)
参
照
。

(
3
〉
宰
枕
角
(
孫
三
八
九
一
〉
「
庚
申
、
玉
在
車
両
、
王
格
、
宰
椀
従
、
易

貝
五
朋
、
周
作
父
丁
隊
券
、
在
六
月
、
佳
主
廿
犯
、
翌
叉
五
」
、
宰
宙

筆
〈
孫
二
三
八
九
)
「
王
来
獣
、
自
豆
麓
、
在
口
陣
、
王
饗
酒
、
光
宰

菌
貝
五
周
、
周
作
賓
緒
。
赤
塚
忠
『
稿
本
殿
金
文
考
樟
』
(
一
九
五
九

年
、
『
中
園
古
代
の
宗
教
と
祭
紀
』
一
九
九
O
年
に
再
録
〉
、
船
越
信

「
宰
続
角
」
(
『
泉
屋
博
古
館
紀
要
』
七
、
一
九
九
一
年
〉
参
照
。
な

お
、
以
下
に
引
用
す
る
青
銅
務
銘
文
に
関
し
て
は
、
孫
稚
雛
『
金
文
著

録
簡
目
』
(
一
九
八
一
年
)
の
著
録
番
鋭
を
附
す
。

(
4
〉
宰
の
原
義
を
含
め
て
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
越
誠

『甲

骨
文
簡
明
詞
奥
』
(
一
九
八
八
年
〉
に
「
甲
骨
文
震
職
官
名
、
但
因
卜

僻
所
記
関
於
宰
之
内
容
有
限
、
向
不
明
其
在
嘗
時
間
聖
貰
範
園
和
主
管

内
容
。
至
於
和
後
世
宰
相
・
家
宰
有
何
種
聯
系
、
向
待
進

一
歩
考
査
」

〈
六
一
一
貝
)
と
い
う
の
が
、
研
究
の
現
献
で
あ
ろ
う
。

(

5

)

左
言
東

「西
周
官
制
機
述
」
(『
人
文
雑
誌
』
一
九
八
一
年
第
三
期〉
、

楊
寛
「
西
周
王
朝
公
卿
的
官
爵
制
度
」
(
『
西
周
史
研
究
』
一
九
八
四

年
)
、
許
停
雲

『
西
周
史
』
(
一
九
八
四
年
)
第
七
章
「
西
周
政
府
組

織
」
、
段
士
山
洪
『
周
代
卿
大
夫
研
究
』
〈

一
九
九
四
年
)
第
二
章
第
一一一

節
「
王
室
家
臣
地
位
之
繍
再
選
」
。

(
6
〉
『
西
周
金
文
官
制
研
究
』
四
一

一
良
に
「
西
周
之
宰
、
主
要
是
管
理
主

家
宮
内
事
務
」
と
の
表
現
が
み
え
る
。

(

7

)

崩
命
金
文
の
定
義
に
は
諸
説
あ
る
が
、
吉
本
道
雅
「
西
周
加
命
金
文

考
」
(『
史
林
』
七
四
巻
五
鋭
、
一
九
九
一
年
)
の
定
義
が
最
も
厳
密

で
あ
る
。

(

8

)

陳
漢
卒

『
西
周
加
命
制
度
研
究
』

(
一
九
八
六
年
)
一
三
八
頁
、
士
ロ

本
道
雅
「
西
周
航
命
金
文
考
」
(
前
掲
)
五

O
頁
。

- 23-
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(
9
)

白
川
静

『
金
文
通
穣
』
(
『
白
鶴
美
術
館
誌
』
第
二
三
輯
、

八
年
)

一
一二
四
禁
段
参
照
。

(

ω

)

吉
本
道
雅
「
西
周
加
命
金
文
考
」

(
前
掲
)
。

(
日
〉
白
川
静

『
金
文
通
穣
』
(前
掲
)
一

一一一
四
奈
段
。
馬
承
源
『
喬
周
青

銅
標
銘
文
選
』
三
(
一
九
八
八
年
)
三
八
五
奈
箪
は
「
有
進
見
和
来
聴

候
命
令
的
、
若
不
是
先
報
告
給
察
、
不
得
急
於
入
告
内
宮
」
と
解
四
押
す

る。

(
ロ
)
白
川
静
『
金
文
通
穣
』
(
前
掲
)
一

三
四
禁
段
。
馬
承
源
『
喬
周
青

銅
器
銘
文
選
』

三

(
前
掲
)
三
八
五
菜
箆
は
「
仰
要
彼
好
地
教
導
萎
氏

之
人
、
不
要
愛
生
擁
事
、
防
止
窓
意
刑
獄
」
と
解
穫
す
る
。

(
日
)
郭
沫
若
『
爾
周
金
文
僻
大
系
図
録
孜
律
』
(
増
訂
新
版
一
九
五
七
年
)

二

四

師
段
段
、
白
川
静
『
金
文
通
鐸
』
(
『白
鶴
美
術
館
誌
』
第
三

一
輯
、
一
九
七

O
年
)

一
八
六
師
鮫
段
。

(
H
〉
百
円
鼎
「
総
武
公
廼
遺
百
円
、
率
公
戎
寧
百
乗

・
斯
叡

一
一
百
・
徒
千」
、

多
友
鼎
「
武
公
A
叩
多
友
、
率
公
車
差
泊
予
京
自
」。

(
お
)
伊
藤
道
治

『中
園
古
代
園
家
の
支
配
構
造
』

(
一
九
八
七
年
)
第
三

章

「
土
地
と
農
民
の
支
配
」
に
「
単
に
建
築
と
し
て
の
家
と
そ
の
内
部

の
人
的

・
物
的
な
も
の
を
さ
す
の
で
は
な
く
、

あ
る
人
物
l
王
を
も
含

め
て
が
領
有
或
い
は
支
配
す
る
地
減
の
土
地
或
い
は
地
上
の
も
の
、

人
を
も
含
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
(
一
七
六
頁
)
と

い
う。

(
日
)
塑
田
久

「
周
王
朝
の
君
主
権
の
構
造
に
つ
い

て
」
(『
東
洋
文
化
』

第
五
九
放
、
一
九
七
九
年
。
絵
丸
道
雄
編

『
西
周
青
銅
器
と
そ
の
園

家』

一
九
八

O
年
に
再
録
)
。

(
口
)
拙
稿
「
西
周
期
郷
(
骨
骨
〉
の
考
察
」

一
九
六

〈『
史
林
』
六
九
各
四
鋭
、

九
八
六
年
)
に
示
し
た
外
股
l
-内
服
|
王
「
都
」
に
相
賞
す
る。

(
凶
)
拙
稿
「
西
周
期
郷
(
実
〉
の
考
察
」

(前
掲
)
。

(川口)

陳
夢
家
「
西
周
銅
器
断
代
」
六
(『考
古
祭
報
』

一
九
五
六
年
第
四

期
〉
一

O
三
頁
。

(
初
)

表
に
引
い
た
青
銅
怒
の
孫
書
で
の
著
録
を
示
し
て
お
く
。
数
傘
(孫

四
四
五
五
)
・
長
白
蚕
(
孫
四

O
六
九
)
・
遜
筆
(
孫
二
五

一
四
)
・
三

年
療
室
(孫
五
二
九
三
)
・

大
鼎
(
孫

一一

九
一
ー
ー
九
三
)
・
郭
侯
鼎

(孫
一
一
八
九
)
。

(
幻
)

賜
輿
関
係
金
文
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
.す
責
然
偉
『
殿
周
青
銅
器

賞
賜
銘
文
研
究
』
(
一
九
七
八
年
)
を
参
照
。

(
辺
)
そ
の
他、

菟
解
(
孫
五

O
二
七
)
「
王
格
大
室
、
井
叔
右
副
知
、
王
首
席

苑
暦
、
令
史
慾
、
賜
亮
載
市
・:」、

四月盤

(孫
六
一
七
一
ニ
)
「
王
在
周
、

令
作
崩
内
史
、
賜
菟
歯
百
隠
」
、
楽
街
筆
(
孫
二
五
五
五
)
「
王
在
周
、

格
大
室、

卸
位
、
南
伯
入
、
右
夜
術
入
門
、
立
中
延
、
北
郷
、
王
呼
内

史
、
賜
衛
載
市
:
L
、
或
方
鼎
(
孫
一
一
七
七
)
「
王
創
妻
、
使
内
史

友
員
、
賜
或
玄
衣
:
・」
な
ど
、
史
系
統
の
官
が
賜
輿
に
直
接
関
輿
す
る

事
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
休
盤
(孫
六
一

七
五
)
「
王
呼
作

所
帯
ノ
、
朋
賜
休
玄
衣
;
」
な
ど
の

「加
賜
」
に
通
ず
る
可
能
性
が
あ

る。

(
お
〉
子
魚
の
言
の
前
段
に
は
「
昔
武
王
克
一
商
、
成
王
定
之
、
選
建
明
徳
、

以
蕃
屍
周
。
故
周
公
相
王
室
、
以
予
天
下
、
於
周
震
睦
」
と
あ
る
。

(

M

)

頒
鼎

(
孫
一

一一

O
九
|
一

一
)
・
頭
壷
(
孫
五
二
九
五
!
九

六
)
も

同
銘
。

(
お
)
衰
鼎
(
孫

一
一
九
九
)
も
同
銘
。

(お〉

際
保
芥
「
繁
白

・
越
鼎
及
梁
其
鍾
銘
文
詮
樟」

-24ー
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刊
』
線
第
二
期
、

る。

(
幻
)
武
者
章
「
西
周
加
命
金
文
分
類
の
試
み
」
(
『
東
洋
文
化
』
第
五
九

鋭
、
一
九
七
九
年
。
松
丸
道
雄
編
『
西
周
青
銅
器
と
そ
の
園
家
』
一
九

八
O
年
に
再
録
)
の
加
命
金
文
第
I
類
に
含
ま
れ
る
。

(
お
)
郭
沫
若
「
周
官
質
疑
」
四
、
宰
(『金
文
叢
考
』
一
九
五
二
年
重
版
〉
、

『
雨
周
金
文
辞
大
系
園
録
孜
鐸
』
(
前
掲
〉
一

O
二
察
段
。

(
却
)
白
川
静
『
金
文
通
穣
』
(
『
白
鶴
美
術
館
誌
』
第
二
四
輯
、

一
九
六

八
年
)
一
三
七
頭
宣
、
楊
寛
「
西
周
王
朝
公
卿
的
官
爵
制
度
」

(前

掲〉。

(

ω

)

白
川
静
『
金
文
通
穣
』
(
『
白
鶴
美
術
館
誌
』
第
十
九
輯
、
一
九
六

七
年
〉
一

O
五
奥
方
索
、
馬
承
源
『
商
周
青
銅
器
銘
文
選
』
一
一
一
(
前
掲
)

二
四
六
奥
方
発
蓋
。

(
引
品
〉
郭
沫
若
「
輔
師
植
民
筆
考
闘
停
」
(『考
古
皐
報
』

一
九
五
八
年
第
二
期
〉、

馬
承
源
『
爾
周
青
銅
器
銘
文
選
』
三
(
前
掲
〉
三
八
六
師
箆
筆
。

(
詑
〉
楊
寛
「
西
周
王
朝
公
卿
的
官
爵
制
度
」
(
前
掲
)
。

(
お
)
静
筆
(
孫
二
五
六
六
)
「
王
命
静
、
幅
削
射
翠
宮
、
小
子
衆
服
回
以
小
臣

京
夷
僕
、
皐
射
」
、
趨
筆
〈
孫
二
五
六
三
〉
「
超
、
命
汝
作
鰍
自
家
銅

馬
、
官
官
僕
射
土
略
小
大
叉
隣
」
、
師
餅
鼎
(
孫
一
一
八
八
)
「
師
務

衆
僕
不
従
王
征
子
方
臨
」
な
ど
の
銘
文
は
、
僕
あ
る
い
は
射
の
軍
事
的

性
格
を
示
し
て
い
る
。

(
担
)
「
崩
賜
」
の
文
言
を
も
っ
こ
例
に
は
、
具
種
的
職
掌
の
任
命
が
記
さ

れ
て
い
な
い
。

〈
お
)
た
と
え
ば
、
湯
寛
「
西
周
王
朝
公
卿
的
官
爵
制
度
」
(
前
掲
)
は
、

西
周
王
朝
の
公
卿
制
度
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
「
方
法
」
の

一
九
八
三
年
)
に
器
影
・
銘
文
と
も
著
録
さ
れ
て
い

一
つ
と
し
て
「
。
右
。
者
是
引
導
受
命
者
的
朝
廷
大
臣
、
今
右
。
者
和
受

命
者
之
開
有
着
上
下
級
的
組
織
関
係
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
お
)
杜
預
『
春
秋
経
俸
集
解
』
に
「
宰
、

官。

垣
、
名
也
。
垣
贈
死
不
及

戸
、
吊
生
不
及
哀
、
稼
凶
事
、
故
両
氏
市
名
之
。
此
天
子
大
夫
稽
字
之

例
」
と
い
う
。

(
日
出

V

宰
垣
を
宰
夫
(
中
大
夫
〉
と
す
る
孔
穎
達
『
春
秋
正
義
』

も
い
わ
ば

身
分
設
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
立
論
は
『
周
檀
』
の
記
述
に
基
づ
い

て
宰
垣
の
地
位
を
決
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
『
周
麓
』
を
前
提

と
し
な
い
本
稿
に
お
い
て
は
吟
味
の
劉
象
と
は
な
ら
な
い
。

(
叩
ぬ
)
奔
葬
舎
葬
を
含
む
。

(
m
m
)

陳
厚
輝
『
春
秋
世
族
譜
』
な
ら
び
に
常
茂
徳
『
増
訂
春
秋
世
族
源
流

園
考
』
に
よ
る
。

(
必
)
吉
本
道
雅

「春
秋
世
族
考
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

第
五
十
三
各
第
四

競
、
一
九
九
五
年
)
。

(

H

U

〉
十
月
之
交
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
文
中
に
み
え
る
月
食
の
同
定

と
も
あ
い
ま
っ
て
、
幽
王
元
年
説
、
幽
王
六
年
設
、
卒
玉
三
六
年
設
な

ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
斉
藤
園
治
・
小
津
賢
二
『
中
園
古
代
の
天
文

記
録
の
検
詮
』
(
一
九
九
二
年
〉
参
照
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
月
之
交

が
示
し
て
い
る
の
は
、
宰
周
公
へ
と
い
た
る
宰
の
地
位
上
昇
過
程
の
一

断
面
で
あ
る
。

(
必
)
五
年
現
生
筆

(
孫
二
五
八

O
〉
・
六
年
凋
生
筆
(
孫
二
五
八

一
)
の

南
側
生
を
師
都
民
箪
に
み
え
る
宰
凋
生
と
同
一

人
物
と
み
な
し
う
る
な
ら

ば
、
六
年
四
州
生
筆
「
現
生
、
封
揚
朕
宗
君
其
休
、
用
作
朕
烈
租
召
公
嘗

段
」
の
文
言
か
ら
、
宰
凋
生
は
召
公
家
の
支
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
場
合
、
宰
職
は
既
に
西
周
後
期
に
王
朝
の
世
族
に
猪
わ
れ
う
る
官

- 25ー
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職
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

問
州
生
と
宰
羽
生
が
同
名
異
人
で
あ

る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
林
巳
奈
失
『
股
周
時
代
青

銅
挺
の
研
究
』
一

九
八
四
年
は
、
五
年
・

六
年
現
生
箆
を
凶
周
回
A
、

師
陣
民
笈
を
西
周
E
B
に
断
代
し
て
い
る)。

(
川
相
)
魯
大
宰
原
父
筆
(
孫
二
三
二
三
)
・
湾
大
宰
師
父
盤
(
孫
六
一
六
一
一一

六
回
〉

・
稲
川
菱
大
宰
骨
量
(孫
二
二
九
五
)
・
料
大
宰
鐙
(
孫
六
三
九
二
)
・

邦
大
宰
孫
叔
師
父
登
(
孫
五
二
七
五
)
な
ど
。

(
H
H
)

そ
れ
ぞ
れ
一
例
を
穆
げ
る
と
、
魯
大
綱
徒
子
仲
伯
匝
(
孫
六
二
五

八
〉・制
御
伯
大
街
工
召
叔
山
父
鑑

(
孫
二
七
四
一
!
四
二
)・

禁
大
善
夫

箆

(
『考
古
』

一
九
八
九
年
第
十
一
期
)
・

郷
大
内
史
叔
上
底
(
孫
六
二

六

O
X

(
M
W
)

吉
本
道
雄
「
春
秋
世
族
考
」
(
前
掲
)
は
こ
れ
を
「
卿
級
官
職」

と

表
現
し
て
い
る
。

(
必
)
『
左
停
』
文
公
七
「
公
子
成
鳥
右
師
、
公
孫
友
盛
岡
左
師
、
繁
激
震
司

馬
、
鱗
随
信
用
司
徒
、
公
子
務
潟
司
城
、

悲
御
事
盛
岡
司
冠
」
、
文
公
一
六

「
華
元
震
右
師
、
公
孫
友
信
同
左
師
、
華
稿
盛
岡
司
馬
、
鱗
路
震
司
徒
、

務

意
諸
恒
周
司
城
、
公
子
朝
潟
司
冠
L

、
昭
公
二
二

「
宋
公
使
公
孫
忌
集
大

司
馬
、
迩
印
篤
大
司
徒
、
繁
郁
震
司
城
、
仲
抽
出
管
局
左
師
、
集
大
心
気
右

師
、
集
税
盛
岡
大
司
定
L

、
哀
公
一
一
六
「
皇
綬
篤
右
師
、
皇
非
我
潟
大
司

馬
、
皇
懐
篤
司
徒
、
盤
不
綬
箆
左
師
、
繁
+伐
信
用
司
城
、
地
木
朱
組
潟
大
司

怠」。

(

U

)

『
左
侮
』
褒
公

一一ニ

「
石
集
言
於
子
褒
目
、
・
:
止
郷
一
卿
」
、
昭
公

七
「
子
産
自
、
・
:
況
良
一棒
、
放
先
君
穆
公
之
由
円
、
子
良
之
孫
、
子
耳
之

子、

倣
邑
之
卿
、
従
政
三
世
会
」
。

(
柏
崎
)
『
左
停
』
褒
公
ニ
「
子
宰
嘗
園
、
子
細
篤
政
、
子
園
局
司
馬
」
、
裏

公

一
O
「子
細
嘗
園
、
子
園
篤
司
馬
、
子
耳
居
間
司
祭
、
子
孔
篤
司
徒
」
。

鄭
の
権
力
中
植
は

「嘗
園
」

「
震
政
」
と
い
う
官
制
外
の
稽
銑
を
帯
び

る
者
を
筆
頭
と
し、

そ
れ
に
つ
い
で
司
馬

・
司
空

・
司
徒
の
官
職
が
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

(必
)

『
左
俸
』
袈
公
三

O
「
楚
公
子
園
殺
大
司
馬
鳶
掩
而
取
其
室。

申加盟
…

字
回
、・・
且
司
馬
、
令
晋
ノ
之
備
、
而
王
之
四
鐙
也
」
。

(
印
〉
顧
線
高

『春
秩
大
事
表
』
十
列
園
官
制
に
「
按
、
楚
令
苦
ノ
・
司
馬
魚

要
職
、
太
宰
之
官
非
楚
所
重」

と
い
う
。

(
日
)
『
左
俸
』
宣
公

一
一
一
「
随
武
子
日
、

:
駕
数
器用宰、

揮
楚
園
之
令

典
、
軍
行
、
右
職
、
左
迫
孫
、
前
茅
慮
無
、
中
権
、
後
動
、

百
官
象
物

而
動
、
軍
政
不
戒
而
備
、
能
用
典
失」。

(
臼
〉
『
左
俸
』
昭
公
元
「
越
孟
僻
、
私
於
子
産
目
、
武
諮
於
家
宰
失
」
。

子
皮
(
宰
虎
)
は
こ
の
前
々
年
の
襲
公
三

O
年
、
子
産
に
「
政
」
を
譲

っ
て
い
る
。

(
臼
)
『
春
秋
経
』
『
左
停
』
が
決
し
て

宰
と
呼
ぶ
こ
と
の
な
い
周
公
忌

父

・
王
子
虎
が
、

『
圏
一
詰
』
周
語
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
太
宰
忌
父

・

太
宰
文
公
と
記
さ
れ
る
の
も
や
は
り
こ
れ
と
同
様
の
用
例
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)
『
左
侍
』
妊
公
八
「
初
、

裏
公
立
、
無
常
。
飽
叔
牙
回
、
君
使
民

慢
、
飢
終
作
品
矢
。
奉
公
子
小
白
出
奔
菖
」。

(
臼
)

『
左
停
』
催
公

一
二
「
管
仲
僻
目
、
臣
、
賎
有
司
也
。
有
天
子
之
ニ

守
園

・
官同
在」。

(
回
)
賓
須
無
の
事
跡
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
隈
朋
は
湾
妊
公
の
曾
孫
と
さ

れ
、
E

日
一
感
公
の
卸
位
な
ら
び
に
周
の
王
子
婚
の
飢
へ
の
賓
の
介
入
に
際

し
て
登
場
し
て
い
る
(
『
左
停
』
倦
公
九
・

一
0
・
ご
一
)
。
叔
向
は
斉

桓
公
と
と
も
に
菅
文
公
に
も
設
き
及
ん
で
お
り
、
「
有
先
大
夫
子
徐
・

- 26ー
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子
犯
以
魚
腹
心
、
有
鶏
筆
・
買
倍
以
震
股
肱
。
有
斉

・
宋

・
秦

・
楚
以

震
外
主
。
有
祭

・
叩
帥
・
狐

・
先
以
篤
内
主
」
と
述
べ
て
い
る
。
費
桓
公

に
お
け
る

「補
佐
」
飽
叔
牙

・
賓
須
無
・
隈
朋
は
、
耳
百
文
公
の
「
腹

心
」
子
像

・
子
犯
、
「
股
肱
」
貌
鰹
・

買
佑
に
針
比
さ
れ
て
い
る。

(
閉
山
〉
『
左
停
』
際
公
一

一
「
朝
刊
父
請
殺
桓
公
、
賂
以
求
大
宰
。
公
目
・:。

調
剖
父
催
、
反
譜
公
子
桓
公
而
請
紙
之
。
:
・弱
父
使
賊
紙
公
子
篤
氏
、

立

桓
公
」。
楊
伯
峻
注
に
「
此
云
勝
以
求
大
宰
者
、
謂
欲
以
殺
桓
公
求
魚

執
政
之
卿
」
と
い
う
。

(
回
〉
『
左
俸
』
桓
公
ニ
「
宋
務
公
立
、
十
年
十
一
戦
、
民
不
堪
命
。
孔
父

嘉
信
用
司
馬
、
督
潟
大
宰
、
故
因
民
之
不
堪
命
、
先
宣
言
回
、
司
馬
則

然
。
己
殺
孔
父
而
獄
海
公
、
召
娃
公
子
郷
而
立
之
」。

(
日
)

『
左
停
』
荘
公
一
ニ

「宋
高
獄
関
公
子
蒙
津
。
遇
仇
牧
子
門
、

批
而

殺
之
。
遇
大
宰
督
子
東
宮
之
西
、
叉
殺
之
」
。

(
印
〉
『
左
俸
』
昭
公
元
「
公
子
園
至
、

入
間
王
疾
、
総
而
獄
之
、
途
殺
其

二
子
幕
及
卒
夏
。
右
予
子
千
出
奔
育
、
宮
厩
予
子
哲
出
奔
鄭
。
殺
大
宰

伯
州
型
子
郊
。
葬
王
於
州
知
、
謂
之
郊
数
」
。

〈
町
出
)
『
左
健
』
裏
公
九

「宋
災
、
繁
喜
潟
司
域
以
震
政
、
:
使
華
臣
具
正

徒
、
令
隆
正
納
郊
保
、
奔
火
所
。
使
華
閲
討
右
官
、
官
尼
其
司
。
向
成

討
左、

亦
如
之
。
使
繁
治
尼
刑
器
、
亦
如
之
。
使
皇
郎
命
校
正
出
馬
、

工
正
出
車
、
備
甲
兵
、
尼
武
守
。
使
西
組
五
口
厄
府
守、

令
司
宮

・
巷
伯

徹
宮
」
。
杜
預

『
春
秋
経
俸
集
解
』

に
華
臣
を
司
徒
、
華
閲
を
右
師
、

向
戊
を
左
師
、
凶
器
木
過
を
司
定
、
西
鎧
吾
を
大
宰
と
す
る
。

(
位
)
拙
稿
「
鄭
の
七
穆
」
(『古
代
文
化
』
第
四
四
巻
第
一
鏡
、

一
九
九

二
年
〉
。

(臼
〉

し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
政
策
プ
レ
イ
ン
が
大
宰
の
官
職
名
を
槽

び
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
例
え
ば
、
E

日に
お
い
て
は
大
宰
の
官
駿

名
を
み
い
だ
す
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
政
策
プ
レ
イ
ン
は
様

々
な
存
在
形
態
を
と
り
え
た
。
大
宰
職
は
そ
の
表
現
の

一
形
式
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

(
似
)
斯
維
至
「
爾
周
金
文
所
見
職
官
考
」
〈
『中
園
文
化
研
究
叢
刊
』

一

九
四
七
年
)
、
佐
藤
武
敏
「
周
躍
に
見
ゆ
る
大
宰
」
(
『
人
文
研
究
』
第

三
巻
第
七
鋭
、
一
九
五
二
年
〉
。

〈
臼
〉
こ
の
事
件
は
『
春
秩
事
誇
』
(
『
文
物
』

一
九
七
一

年
第

一
期
)
に

も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

〈
伺
)
春
秋
期
の
「
家
」
あ
る
い

は
「
室
」
に
つ

い
て
は
、
小
野
津
精
一

「『
左
俸
』
に
見
え
る
「
室
」
の
意
味
と
春
秩
時
代
の
財
産
」
(『
日
本
中

園
皐
曾
報
』
一

O
、
一
九
五
八
年
。
『
中
園
古
代
読
話
の
思
想
史
的
考

察
』

一
九
八
二
年
に
再
録
)
。

(門別〉

『
左
俸
』
裏
公
五
「
季
文
子
卒
。
大
夫
入
数
、
公
在
位
。
宰
尼
家
総

震
葬
備
、
無
衣
吊
之
妾
、
無
食
粟
之
馬
、
無
臓
金
玉
、
無
重
器
美
。
君

子
是
以
知
季
文
子
之
忠
於
公
室
也
。
相
三
君
失
、
而
無
私
積
、
可
不
謂

忠
乎
」
。
こ
こ
に
い
う
「
家
禄
」
は

「由
巾
を
衣
る
の
妾
」
「
帝京
を
食
う

の
馬
」
「
議
め
た
る
金
玉」

「
重
な
る
器
美
」
と
い
う
表
現
で
承
け
ら

れ
、
さ
ら
に
「
私
積
」
と
も
表
現
さ
れ
る
季
孫
氏
の
財
産
で
あ
っ
た
。

(
伺
)
『
左
停
』
亥
公

二

「
斉
篤
郎
故
、
図
書

・
高
無
認
帥
師
伐
我
、
及

清
。
季
孫
謂
其
宰
再
求
目
、
斉
師
在
清
、
必
魯
故
也
、
若
之
何
。

求

日
、
:
」。

〈
印
〉
段
志
洪
『
周
代
卿
大
夫
研
究
』
〈
前
掲
)
第
四
章
第
二
節

「領
邑
内

的
統
治
機
構
|
家
臣
組
織
」
参
照
。

〈
河
〉
斉
の
飽
園
が
魯
の
施
氏
の
宰
と
な
る
に
あ
た
っ
て
、
施
氏
が
ま
ず
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「卜
宰
」
を
お
こ
な
い
、
最
終
的
に
は
飽
図
の

「忠
良
」
が
-
評
領
さ
れ

る
事
例
(
『
左
停
』
成
公
一

七
〉
や
、
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
再
求

・
季

路
(
『
左
停
』
定
公
二
己

・
仲
弓
(
『
論
語
』

子
路
篇
)
が
季
孫
氏
の

宰
と
な
る
な
ど
、
宰
に
は
個
人
的
資
質
が
許
領
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
宰
の
出
自
は
多
様
で
あ
る
が
、
『
論
一
語
』
先
進
篇
の
「
政

事
、
舟
有
(
求
)
・
季
路
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
を
想
起
す
れ
ば
、
宰

が
政
策
プ
レ
イ
ン
と
し
て
の
側
面
を
強
く
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
楚
の
大
宰
伯
州
型
・
奥
の
大
宰
話
と
い
う
他
閣
か
ら
の
亡
命
者
が

大
宰
と
な
る
事
例
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
ろ
う
。

(
引
は
〉
杜
預
『
春
秩
経
侍
集
解
』
に
「
胸
、
南
遺
之
子
、
季
氏
勝
目
邑
宰
」
と

あ
る
に
従
う。

(
η
)
小
野
津
精

一
「
『
左
停
』
に
見
え
る

「
室
」
の
意
味
と
春
秋
時
代
の

財
産
」
(
前
掲
)
。

(

η

)

拙
，
稿
「
西
周
期
鄭
(
崎
県
)
の
考
察
」
(
前
掲
)
・
「
周
王
子
弟
の
封

建
」
(
『
史
林
』
七
十
二
各
四
鋭
、

一
九
八
九
年
)
。

附
記

制
の本
研 稿
究は
」文
に部
よ省
る 科
研摩
究研
成究
果費
の補
一 助
部金
で〈
あー
る般
。研

究
C 

「
周
代
官
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‘Ａ STUDY OF THE TSAI 宰・

　　　　

Matsui Yoshinori

　　

The tsai was an office which succeeded from the Shang 商to Chou 周

dynasties. In regard to the duties､of officials who held the ｏ伍ces of tsai

under the Shang, we know only that they served as attendants to the Shang

king.

　

In regard to the position and duties of those who held the office of

tsai from the Western Chou to the Eastern Chou periods, however, we can

use

　

Bronze

　

Inscriptions

　

and classical sources to draw the following

conclusions｡

　　

The tsai of the Western Chou dynasty controlled the Wang-chia 王家;

that is, the greater household or “Oikos” of the Chou king.　This greater

household included the army that belonged personally to th､e Chou king,

and it was organized as ａ means to satisfy the kings' financial needs.

The ｏ伍ce of tsai was charged with the control of those who belonged

directly to the Wang-chia, and with the transmission of the orders of the

Chou king.　From the Bronze　Inscriptions recording the granting of

benefices we can determine that one of the duties of the tsai was that of

executor｡

　　

The duties and position of the Ta-tsai 大宰which can be confirmed

from the CA・zz省周優do not coincide with the actual duties of the tsai

under the Western Chou dynasty. The tsai who served as the Yu-che 右者

in the Bronze Inscriptions recording appointments only appeared in relation

to ordered concrete duties. We cannot, therefore, assume the ｅχistence of ａ

system of governmental hierarchy between the tsai and those who received

the Ｔs‘e-ming冊命. The prestige of the position of the tsai under the

Western Chou did not yet reach that of the position of the Ta-tsai in the

ＣｆｌＯＭ一■li,however, the fact that the Tsai Chou-kung宰周公appeared in

the Spring and Autumn Period suggests that the prestige of the position of

tsai continued to rise｡

　　

The ｏ伍cial titleof the Ta-tsai appeared in principalities of the Eastern

Chou. The Ｔａ･tsai of principalities took over the duties and position of

- １－



the tsaiof the Eastern Chou. Moreover, the person who was in the center

of power at that time was referred to as the tsai. In this instance, the

officialwho held the ｏ伍ce of the tsai served as intellectual advisor and

attendant to his lord, and as such gradually evolved into the position of

the Ta-tsai of the Ｃｈｏｕ-li。

　　

Among the vassals of the Ministers and Grand Masters of the Spring

and Autumn Period was the position of tsai,whose incumbents served as

head of the grand households and as intellectualadvisors to these digni-

taries.

　

It can thus be concluded that the position of the tsai as a patri-

monial bureaucrat assumed the important function of maintaining ａ state

organization based on the Feudal System from the Western Chou to Eastern

Chou periods.

THE SHIH-CHI “HSIANG yu PfiN-CHI”AND “MONTHLY

　　

RECORDS DURING THE CH'IN AND CH'U PERIOD”

　　

―The Historicalassessmentof Ch'u and Han daring

　　　　　　　　　　　

thelate Ch'indjTiasty―

FUJITA Katsuhisa

　　

This paper analyzes the construction of the ５んiん-ｃｈｉ“Hsiang　Yu

μｎ-chi” and “monthly records during the Ch‘in and Ｃｈ‘!ｌperiod.”Thi､s

analysis shows that the “monthly records” do not center on the records of

the states of Ch‘in or Han, but rather focus as ａ whole on those of the

Ch‘ｕ States and Hsiang Yu (King). The details provided for severa!

states in the “monthly records” are based on the records of the Ch‘ｕStates.

The records of the Ｃｈ‘ｕStates and Hsiang Yii are distinct in that they

begin with January, whereas the records of the Han States begin with

October.

　

It is, therefore, clear that the Ｓｈｉｈ-ｃｈｉ"Hsiang Yii p己ｎ-Chi”

and “monthly records” are primarily concerned with the Ch‘ｕ States. In

this period, Hsiang Liang and Hsiang Yu constituted almost the entire

State of Ｃｈ‘ｕ，which developed its own system and calendar.

　　

Thｕs･ Ssu°ｍ゛1Ch‘ien describes the rise and fall of each King based on
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